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日 時  平成１９年５月２３日（水）午後２時 

場 所  八王子市役所  ８階  ８０１会議室 

 

 



第４回定例会議事日程 
 

１ 日  時    平成１９年５月２３日（水）午後２時 

 

２ 場  所    八王子市役所  ８階 ８０１会議室 

 

３ 会議に付すべき事件 

第１ 第１３号議案 平成１９年度６月補正予算の調製依頼について 

 

４ 協 議 事 項 

平成２０年～２２年度実施計画（教育委員会所管分）の策定について 

（学校教育部・生涯学習スポーツ部） 

５ 報 告 事 項                          

・学校における受傷事故に係る損害賠償の和解について    （教育総務課） 

  ・八王子市校庭夜間開放実施要綱の一部改正について   （スポーツ振興課） 

  ・市内小中学校における麻しん発生状況及び教育委員会の対応について（学事課） 

 

                                      

第４回定例会追加議事日程 
 
１ 日  時    平成１９年５月２３日（水）午後２時 
 
２ 場  所    八王子市役所 ８階 ８０１会議室 
 
３ 会議に付すべき事件 
  第１４号議案 市立由井第一小学校体育館改築工事請負契約の締結について  
 
  
          
 八王子市教育委員会 

    出席委員（５名） 

      委 員 長   （１番委員） 小田原   榮 

      委      員   （２番委員） 細 野 助 博 

      委      員   （３番委員） 川 上 剋 美 
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      委      員   （４番委員） 齋 藤 健 児 

      教 育 長   （５番委員） 石 川 和 昭 

       

    教 育 委 員 会 事 務 局 

         学 校 教 育 部 長      石 垣 繁 雄 

学 校 教 育 部 参 事 

兼 指 導 室 長 事 務 取 扱      由 井 良 昌 

      （教職員人事・指導担当） 

教 育 総 務 課 長      天 野 高 延 

学 校 教 育 部 主 幹 

      （ 企 画 調 整 担 当 ）      穂 坂 敏 明 

施 設 整 備 課 長      萩生田   孝 

学 事 課 長      野 村 みゆき 

学 校 教 育 部 主 幹 

（ 学 区 等 調 整 担 当 兼      海 野 千 細 

      特別支援教育・指導事務担当） 

指 導 室 統 括 指 導 主 事      朴 木 一 史 

      生涯学習スポーツ部長      菊 谷 文 男 

生涯学習スポーツ部参事      峯 尾 常 雄 

（ 図 書 館 担 当 ） 

生 涯 学 習 総 務 課 長      米 山 満 明 

      ス ポ ー ツ 振 興 課 長      遠 藤 辰 雄 

学 習 支 援 課 長      牧 野 晴 信 

文 化 財 課 長      渡 辺 徳 康 

   生涯学習スポーツ部主幹      福 田 隆 一 

 （ 体 育 館 担 当 ） 

生涯学習スポーツ部主幹      石 井 里 実 

（ 図 書 館 担 当 ） 

教 育 総 務 課 主 査      山 本 信 男 

      施 設 整 備 課 主 査      田 代  修 

      生 涯 学 習 総 務 課 主 査      宮 木 高 一 

      ス ポ ー ツ 振 興 課 主 査      橋 本  徹 

   事務局職員出席者 

      教 育 総 務 課 主 査      後 藤 浩 之 

教 育 総 務 課 主 任      星   香代子 

教 育 総 務 課 主 事      石 川 暢 人 
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【午後２時００分開会】 

○小田原委員長  大変長らくお待たせいたしました。本日の委員の出席は５名全員でございます

ので、本日の委員会は有効に成立いたしました。 

   これより平成１９年度第４回定例会を開会いたします。 

   日程に入ります前に、本日の会議録署名員の指名をいたします。 

   本日の会議録署名員は ２番 細野助博委員 を指名いたします。 

   なお、本日追加日程の提出がありましたが、これにつきましても議題といたしたいと思いま

すが、御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○小田原委員長  異議ないものと認めます。 

それでは、日程に従いまして進行いたします。 

    
          
○小田原委員長  第１３号議案 平成１９年度６月補正予算の調製依頼についてを議題に供しま

す。 

 本案について、生涯学習総務課から説明願います。 

○米山生涯学習総務課長  それでは、第１３号議案、平成１９年度６月補正予算の調製依頼につ

いて、宮木主査から御説明いたします。 

○宮木生涯学習総務課主査  それでは御説明いたします。 

平成１９年度新規事業として予定しております青少年海外交流事業につきましては、財源と

して自治体国際化協会の助成金を昨年１１月に申請しておいた関係がございます。ただ、ヒア

リング等の中では、なかなか助成は難しいという状況がありましたので、当初予算には計上し

ていなかったのですが、ここで決定が下りましたことから、その６０万円を青少年海外交流事

業の特定財源として充てるべく補正を計上していただきたいと考えております。    

それに伴いまして、青少年海外派遣基金繰入金を６０万円減額して、特定財源の合計として

は金額が変わらないように調製したいと考えております。 

説明は以上でございます。 

○小田原委員長  生涯学習総務課の説明は終わりました。本案について何か御質問ございません

か。 

○齋藤委員  単純にこれを読ませていただきますと、助成金の上限限度が３００万円あったんで

すね。そこに１００万円申請して６０万円取れたということだというふうに単純に読み取ると。

どうせだったら上限まで努力してもよかったんじゃないかなとか思うんです。今のお話の中で

も、言葉は悪いかもしれませんが、だめもとで出してみたところうまく取れたというような感

じにちょっと聞こえなくもないんです。どうせだったら上限までのしっかりとした申請を出し

ておけばよかったのではないかと思いますけれども。 

○宮木生涯学習総務課主査  申請のときには４１５万円くらいの総事業費で出したんですね。そ
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れで１００万円助成金を財源として、その結果６０万円ということになって、実際、事業の予

算は２８７万円で、だいぶ落ちていますので、２割くらい落ちているんですか、それでこの６

０万円をいただけるのでしょうかということでもう一回聞きました。ただ、一応それは大丈夫

ということで返事をいただいています。 

   あと、３００万円というのは、１市町村当たり３００万円なので、私ども所管のほかにも対

象になる事業があれば、それも出せるんですね。最初、昨年の段階では、学園都市文化課のほ

うでも申請を考えていた関係がありまして……。 

○小田原委員長  助成金の協会は、自治体の大小にかかわらず１市町３００万円になっているわ

けですか。 

○宮木生涯学習総務課主査  はい。 

○小田原委員長  そのほか御質疑ございませんか。御意見を含めていかがですか。 

特にないようでございますので、お諮りいたします。ただいま議題となっております第１３

号議案につきましては、このように決定するということに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○小田原委員長  異議ないものと認め、そのように決定することにいたしました。 

   
    

○小田原委員長  次に、追加日程、第１４号議案 市立由井第一小学校体育館改築工事請負契約

の締結についてを議題に供します。 

 本案について、施設整備課から説明願います。 

○萩生田施設整備課長  それでは、第１４号議案、市立由井第一小学校体育館改築工事請負契約

の締結について御説明いたします。 

由井第一小学校の体育館ですが、平成１７年度に耐力度調査を行っております。平成１８年

度には実施設計を行っております。それで、今年度体育館を改築するということで、この工事

請負契約を締結するということで進めております。 

詳細については、田代主査のほうから御説明いたします。 

○田代施設整備課主査  御説明させていただきます。 

   由井第一小学校体育館改築工事ですが、ただいま解体工事のほうに着手しておりまして、建

築工事は７月着工予定でございます。 

規模は、延床面積１，１７０平米でございます。内容としましては、アリーナ、ステージ、

男女更衣室、男女トイレ、あとだれでもトイレをつけさせていただいております。それと器具

庫、その他必要な体育倉庫という形になっております。 

   建築場所につきましは、現状の建物と同じ場所ということになっております。こちらにつき

ましては、４月１３日付で仮契約が終了したということで、契約課より通知をいただいており

ます。 

以上でございます。 
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○小田原委員長  ただいま施設整備課の説明は終わりました。本案について御質疑ございません

か。 

○齋藤委員  前回の第三小学校のときにも質疑させていただいたんですけれども、毎度言ってい

るんですけれども、これからの学校を防犯ですとか防災、いろんなことを考えて地区の方の中

心的なことも担っていくときに、専門家の御意見をぜひ聞いていただきたいということを再三

申し上げて、第三小学校のときに聞きましたかと言ったら聞いていないということで、どうし

て聞けなかったのでしょうかと。金銭的に、例えば大学教授のような専門家の方の話を聞くの

は、そんなにお金がかかるのか、私はわからないんですが、第三小学校もこれから間に合うの

であれば聞いてくださいと前回申し上げて、それはそのまま保留になって、お答えをいただい

てないんですね。 

今回また由井第一小学校の体育館の改築という形なんですが、ここにもちょっと書いてある

とおり、やはり何か問題があったときには当然防災の拠点にもなるわけで、この体育館の設計

が建築学的にどうこうということ。強度的なことは当然当たり前のことですけれども、ただ、

地域の万が一のときの拠点になるということを考えたときに、大学教授等の専門家のフラット

な意見を聞いて参考にした経緯はございますか。 

○田代施設整備課主査  申しわけございません。由井第一小学校の体育館ですが、基本設計とい

う形ではなく、昨年度、実施設計という形から入りましたので、大変申しわけございません。

そちらのほうまで確認する時間的余裕がなかったということで、防災に関しまして、建築会社

と建築課のほうの基本的な知識の中でやっております。 

○齋藤委員  建築会社のほうにしても、行政側のほうとしても、予算もあることですから、どう

してもこうしたほうがいいというのはわかっているんだけれども予算的にできないとか、その

苦しい立場はわかるんですよ。当たり前のことだと思うんですね。ただ、そういうものにとら

われない専門家の意見を聞けば、そんな莫大なお金をかけなくても、ちょっとここをこういう

ふうにすればこういうふうになるんだよというようなプランがあるのではないかと思っている

んですよ。 

それが、前、第六中学校のときには、地域の中で、設計の協議員の中に参加させていただい

た経緯からしますと、どうしても、こんなことはできませんか、予算がないから無理です、こ

んなことはどうでしょう、いや予算がないから無理だ、この堂々めぐりなんですね。 

でも、やはりこれは削れないんだと。ここは何としても頑張って地域のためにこういう体育

館をつくっていかなければいけないというような意見をしっかり聞いていくべきだと思うんで

すけれどもね。それによって、やはりこれは予算的にはどうしても無理だけれども、せめてこ

れとこれはこういうふうに取り入れようかという、よりよいものができ上がってくると私は思

うんですが、時間的とかそういうことを考えたときに、そんなに難しいことですか。 

○萩生田施設整備課長  齋藤委員のお話ですが、前回の定例会でも御議論いただきました。市役

所の中にも生活安全部の防災課という防災を担っているセクションがありますので、お話を伺

った中で、防災課とも話をして、どんな方法がとれるのか防災課のほうに相談しながら進める
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ということも一つの方法論でありますし、齋藤委員がおっしゃいましたように、そういった専

門の委員さんを検討会の中に入れる方法もあると思いますが、ちょっとそのへんを相談させて

いただきたいと思います。 

○小田原委員長  齋藤委員の質問は、専門家の意見を聞くべきなのだけれども聞いたのか、聞い

ていないという話ですよ。それに対して、聞けない理由、財政的に非常に難しいというような

ことがあるのかと聞いているわけです。 

○萩生田施設整備課長  財政的には、専門家の意見を聞いてもそんなにはお金がかからないと思

いますので、実際の予算執行の中では流用等の方法で対応できないことではないと思います。 

○齋藤委員  であるならば、今のお話の中でも、市の行政の中に防災課があるのはわかりますけ

れども、これは、本当に申しわけありませんが、平たく言ってしまいますと、同じ会社の中で

話し合うことではないですか。こういうことがあってもそれは予算的に無理だと言ったら、や

はり独断的なことも出てきてしまうと思うんですよ。もっともっとフリーな、とにかく予算の

ことは度外視してでも、ここはこういうふうにしていかないと今後の体育館はだめだというよ

うな、そういう意見をどんと、しっかりとした方の――すみません、行政の方がしっかりして

いないというわけではないですが、聞けるのであるならば、ぜひ取り入れていくべきだと思う

んですけれどもね。こういうものが出るたびに思うんですよ。 

○小田原委員長  齋藤さんが専門家の意見を聞けというふうに言っているその専門家というのは

どういう人で、どういう意見を齋藤さんとしては求めていらっしゃるんですか。 

○齋藤委員  かつて私は第六中学校のときにいろいろ意見を言ったときに、予算がないというよ

うなことがとにかくがんがん出てきてしまうのと、万が一のときには学校だって停電するだろ

うとか、水が出なくなることもあるというお答えを聞いたんですよ。今の小田原先生の話から

すると、例えば海外のほうで大きな地震だとかそういうものが起きて、体育館だとかそういう

公共の施設に避難しているのを見ますと、前にもお話ししましたけど、いいか悪いか別問題と

しても、パーテーションみたいなものがあるとプライバシーのものなんかを区切って、そこら

へんの対応を見ていると、非常にうまくできているなと感心するときがあるんですよ。日本で

何か災害時のテレビ報道なんかを見ますと、相変らず平の床のところに毛布が配られて皆さん

雑魚寝状態で過ごされるというのが現状じゃないですか。そのあたりのところを専門に研究し

ている大学の教授の方々がいらっしゃると思うんですよ。そういうような方々の、最新の防災

というものを考えたとき収容施設としてどういうことが考えられるという意見が、なかなか進

まないというか、ずっと旧来どおりですよね。その欧米のやり方がいいか悪いか私もわからな

いんですが、ただ向こうはすぐパーテーションで区切って、簡易ベッドもすぐ設置してしまい

ますね。ある程度大人数で生活していてもプライバシーはしっかり隠している。 

私の親戚が新潟にいて実際にあの地震を経験しているんですが、若い人たちは体育館に一た

ん行っても、とても生活できない、無理やり車の中で生活していたなんていう話を聞いたこと

もあるので、もう少しいろいろな案を考える必要性というのはある。そういう意見であります。 

○細野委員  予算の件ですけれども、防災課の話がありましたよね。体育館は教育施設だけに限
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るのではなくて、コミュニティ施設として考えるということは、少子化のことを考えたらこれ

からものすごく大事かもしれない。ここは恐らく２３区からの避難民があふれるでしょう。そ

うしたら、そういうときの受け入れの施設でもあるわけです。そうすると、ここをそういう防

災拠点にするための費用については、防災課なりが自治省とか何かに、近々こういう予算枠が

ありますよということを聞いてきて、文部科学省の補助金と合算してどういう形になるかとか、

そういうような議論はしたのかどうなのかということを、齋藤さんの補完的な質問としてした

いと思います。 

○萩生田施設整備課長  防災課のほうにも今の細野委員のお話を伝える中で、とういった方法が

とれるか、ちょっと検討させていただきます。 

○小田原委員長 ただ、お二人の委員のそういう意見を聞いたのかというのは、要望を背景に置い

て言っているわけなんだけれども、意見を聞いてこういうふうにしたほうがいいという形で、

設計を変更することは可能なんですか。 

○萩生田施設整備課長  この由井第一小学校については、もう設計まで終わっていまして、今工

事の締結の段階ですから、変更はちょっと難しいと思います。今後の新しい改築事業なり増築

事業なりについては、今委員さんがおっしゃったようなことについては、一定のそういったこ

とを踏まえる中で考えてやっていくことは可能と思います。 

○小田原委員長  そういう返事ですが、いかがですか。 

○細野委員  これはもうしようがないですよね。だから、関連質問として、次回あたりから、基

本設計のところでそこは十分考慮してほしい。これは一つの要望です。 

○小田原委員長  そういう要望があったけれども、それでよろしいということでいいんですか。 

○萩生田施設整備課長  どういう方法がとれるか、関係所管を回ったり、あるいはいろんな機関

にも当たらないとわかりませんので、今の段階では前向きに検討させていただくということで、

申しわけないんですけれども、お願いしたいと思います。 

○細野委員  関連ですが、ちょっといいですか。たぶん後でまたビジョンの話になるかと思いま

すけれども、八王子は子どもたちにとって安全・安心のまちとして、日本でもその指折りのま

ちになるというのは、一つのまちづくりとしてはとても大事な話だと。それは若手の人口を呼

び込むためにも、ものすごく大事なんですよ。そういうところから考えて、じゃ、体育館はど

うすべきなのか。教室はどうすべなのか。さっきの話ではありますが、体育館は広ければそれ

でいいだろうではなくて、この前の中越地震のときには、車の中に入って一酸化炭素中毒か何

かで死んだなんていうのもあるわけですよ。何でそんな危険までしなければいけないのか。そ

れは、この体育館がだめだからです。そんなことを考えたときに、コミュニティ施設の中を教

室として使わせてもらうんだというような逆転した発想が必要かもしれない。そんなことを少

し考えてほしいんですね。私は皆さんに言いたいんだけれども、教育だけで閉じられるのでは

なくて、全体で生活しているという空間の中でどういうふうに教育をとらえるかというふうに、

発想を変えてほしいと思っているわけです。 

○小田原委員長  今の防災の話もあるから関連でお聞きしますけれども、震災等があったときに

 －７－



防災拠点となるのは学校になる。避難場所は学校というふうに指定もされていますけれども、

そのときに避難場所となった場合の学校の管理は、教育委員会ですか、どこですか。   

○田代施設整備課主査  基本的には教育委員会です。市から避難所を開設するということになれ

ば、教育委員会の職員がそこで開設に当たるという話になります。 

○小田原委員長  そういう話になっている？ 

○萩生田施設整備課長  災害が起きたときに市役所内部では災害対策本部というのができると思

います。本部のことは詳しくはわからないんですけれども、それぞれの職員がどういう業務を

担うかという規定がしてあります。その規定に従って、それぞれのセクションの職員がどうい

う業務に当たるかということにはなっていると思うんですけれども、細かい規定までは十分把

握していません。学校についてどういう形で運営するか、細かいことまでは、すみません、把

握しておりません。 

○石垣学校教育部長  避難所の開設については、学校教育部あるいは生涯学習スポーツ部で開設

するという役割を担っております。 

○小田原委員長  教育委員会の責任で開設するわけですか。 

○石垣学校教育部長  それは、防災対策会議がありますから、その中で避難所ということで位置

づけをされております。その任務に基づいて避難所を開設していくと。あるいは、各課におき

ましては、避難誘導とか食料の調達ですとか、そういう役割がそれぞれの中で決まっておりま

す。 

○小田原委員長  決まっているんだけれども、教育委員会が避難所を開設するわけではないでし

ょう。 

○石垣学校教育部長  市として。 

○小田原委員長  市としてやるわけでしょう。そして、教育委員会の職員の皆さんも、教育委員

会として働くわけではなくなるわけだよね。 

○石垣学校教育部長  そうです。 

○小田原委員長  学校の先生も、そういう業務につくときには、教育委員会から離れるわけです

よね。たぶん兼職か何かにかかるはずだと思いますよ。その条例か規則か何かつくっていると

思うんですけれども。そういうことを考えていったときには、教育委員会だけでは、こういう

防災拠点というのは考えてはだめだと。ここは体育館として皆さんが考えた。今、委員の皆さ

んが言っていることは、そうじゃなくて、もっとコミュニティの役割を担った体育館あるいは

避難所としての体育館というものを考えろと言っているわけです。そうすると、そういうとこ

ろに投げて、予算の関係もあるだろうから、今のコミュニティあるいは避難所、そういうとこ

ろに対応できるようなものにするには、やはりお金をかけなければいけないんだというのは、

教育委員会として言うのではなくて、そっちのほうから言ってもらう、そういう視点が出てく

るのではありませんか。どうですか。 

○齋藤委員  私はすぐカッカして意見を言ってしまいますので、きょうは一生懸命落ち着きなが

ら言おうかと思っているんですけれども、第三小学校のときにも第六中学校のときにも、実は
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同じ話を私はさせていただいているんです。そのたびに「前向きに検討します」というお答え

をいただいているんですよ。やらないというものを含めた前向きに検討するという言葉ではな

くて、本当に前向きに検討していただきたいんですよ。それが莫大なお金がかかってやりたい

のはわかるけれどもできないんだというのだったら、またこれは考えていかなければならない

ことですよね。ただ、今のお話を聞いても、意見をまず聞いてみて、それがどこまで具体化で

きるのかを検討することには、お金はかからないと思うんですよ。 

○小田原委員長  たぶんそういうふうに聞けば、学校は場所だけ、体育館は場所だけあればいい

んだという答えが返ってくると思いますよ。細野委員の話も含めてね。もっと別の形で、例え

ばパーテーションだったらパーテーションは別のところで考えるべきだという話になっていく

んじゃないですかね。ただ、そういう方向がいいかどうか。さっき車の中の話があったけれど

も、車を選ぶのは選ぶ人の責任でやっている話であって、体育館に避難所としての設備を整え

るよりは、仮設住宅のほうにもっと力を入れる方向での準備を進めるべきだという考えもある

かもしれない。だから、そこらへんは、前向きに検討するという返事ではなくて、もっと広く、

八王子が防災都市としてどういうふうな対応を考えているのか。市民が暮らしやすいまちとし

ての一つの条件を考えているんだというような形で考える方向のお答えをしたほうがよろしい

んじゃないかと思うんですが、いかがですか。 

○萩生田施設整備課長  以前にこういった議論がある中で防災の担当者と話したことがあるんで

すけれども、そのときにその担当者の話では、学校の体育館とか校舎を建てる場合には、体育

館、校舎というのがメインになりますから、その視点で建ててくださいと。万が一のときとい

うのはめったにないことでして、そういった場合には、そのときに防災所管のほうでいろいろ

と考えるんだと。とにかく体育館なら体育館、学校なら学校の機能としてまず建ててもらえれ

ば、今の段階では担当者はそれでいいよというお話をいただいたことは、事実としてあるんで

すね。ただ、この委員会の議論の中で、もう少しそれを踏み込んだような議論もありますので、

もう一回所管にも投げる形の中で、内部でも検討させていただきたいと思います。 

○細野委員  じゃ、やっぱり専門家に相談したほうがいいかもしれないな。防災会議みたいなと

ころで。 

○小田原委員長  もっと広げて、防災会議なら防災会議。例えば八王子桑志高校、八王子拓真高

校というのが新しくできたよね。そこの体育館というのはどうなっていますか。 

○萩生田施設整備課長  承知しておりません。 

○小田原委員長  富士森高校が新しくできたときに、そういう対応を考えていました？ だから、

そういうところも含めて、都はどういう考え方を持っているのか、市としてはどういうふうに

考えるのか、もっと広げて、大きく構えて。いろんな形で意見を聞くということは一向に構わ

ないわけで、金がかかるところには聞かなければいいんだから。 

○細野委員  これは日本人全員がそうだと思うんだけれども、まれにしか起こらないとか、何十

年とか何百年に一回しか起こらないとか、戦争なんて起こらないとか、そういうことでやって

いて、いざ来るとわさわさとやっちゃう。３、４年ですよ。アメリカとか欧米は、ゲノムの話
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なんてもう３０年くらいかかっている。日本なんて到着するまでにたった３年ですよ。それで

は深い議論なんかできないの。災害とか震災もそうかもしれないけれども、そういう問題とい

うのは、起こったときのことを考えたら、万全の仕事をしなきゃいけない。ただし、費用対効

果はもちろんありますよ。でも、それは、委員長がおっしゃったように、議論すべきことはや

っぱり議論してもらいたい。実際にどうか検討しながらする。動かなくてもいいんですよ。た

だ、こういうケースもあるからということをやっぱり考えておかないといけないし、八王子自

身だってそんなに地盤は弱くないですよ。ただし、２３区から押し寄せてくるのは目に見えて

いるわけ。そのときにどうするかというようなこともやっぱり考えてほしいし、国だって２３

区の避難先として考えているのだから、それだったらそれに対する予算づけがあるかどうか。

なかったらこっちから言うべきかもしれないし、当然僕はあると思いますよ。そういうところ

の話というのはやっぱりやるべきだし、もし内部だけでやるのでなければ、外部の力をかりる

ということがあってもいいかもしれない。ということを少しお考えください。 

○小田原委員長  そのほかにいかがですか。水周りはいいですか。 

○川上委員  先ほど、このニーズは、体育館はそれこそ体育館のためにだけつくればいいという

ふうな、そちらの防災のほうはそうかもしれませんけれども、教育委員会として体育館を使う

用途はいろいろあるでしょうということで、ここにたくさん人が集まる場合もある。それから、

今あったような災害のときに人がたくさんここに避難することもあるということを考えたら、

お手洗いの数が少ないんじゃないですかというのが、最初にこの設計図を見たときの正直な感

想です。 

もう一つ、式や何かのために舞台をつくっていますね。舞台をつくると、舞台の下というの

は空洞ですよね。そこに何か物が入るのではないか。空き教室にお水だとか乾パンを入れてい

るというようなこともあって、そういうところには簡単に入れられるんじゃないかというふう

な気がちょっと……。これは展開図だけで縦の線がないので、平面しかないので。そういうこ

とは当然現場で、こうだったらいいなというのは、ちょっとこれを見ただけでも、これができ

るのではないかということがすぐわかるのではないか。 

それから、先ほどの前向きな検討ですけれども、私はここへ来て２年近くになるところです

けれども、最初に来たときに、どこかの体育館をやるときに、今と全く同じ話をしました。こ

の設計が昨年の９月からということだから、それ以前にその話があったので、結局、その前に

議論したことはどこに行っちゃったのかしらと。また、きょうここでこの時間を使ってこの議

論をしなければならないということは、私だったらあり得ないかなというふうに思います。ち

ょっとどういうふうな仕組みかよくわかりませんけれども、ここは同じことを議論する会議で

はないのではないかというふうに考えています。 

現場からではないですけれども、思い、これを見て正直な感想です。 

○細野委員  徐々には進んでいるんですよね。ある程度ちょっと話し合ったとか、そこまでは行

ったんですよ。その次、ここではらちがあかないな、もう少し議論を深めるなり広げるなりし

て対応しようと。 
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○小田原委員長  基本設計、実施設計の段階では、実際にその学校の校長も入っているわけでし

ょう。 

○田代施設整備課主査  設計の段階では、学校側とは十分調整しながら、学校の要望等も取り入

れながら設計作業を進めてきました。 

○小田原委員長  そういうとき、「取り入れながら」じゃなくて、そういう要望があったけれども

却下しましたという部分を言ったほうがいいと思うんだ。その理由もね。だから、たぶん学校

のほうでは、外側にも水道をつけてくれとか、手洗い場、足洗い場をつけてくれとか、何か言

っているのではないかと思います。舞台の話がありましたけれども、舞台の上にキャットウォ

ークをつけてくれとか、照明も何とかやってくれとか、コンセントをたくさん壁につけてくれ

とか、そういうことについて聞いた部分はもう十分聞いた、聞かなかった部分というのはどう

いう部分か、そういうようなことがあれば。 

○田代施設整備課主査  具体的には、由井一小の体育館では、ステージの上の部分に２階で放送

室をつくってほしいという案が出されました。そうした場合には、今、ハートビル法と条例で

エレベーターをつけなければならないということで、これは絶対できないと。放送室という形

は、２階部分になってしまいますと、エレベーターをつけなければいけない。 

○小田原委員長  ２階にしなければいいわけでしょう。 

○田代施設整備課主査  そうです。ですから、１階に放送コーナーとして設けるという形で設計

のほうは進めさせていただいたという経緯がございます。最初は２階の放送室の要望がかなり

強かったんですけれども、建築指導課等と内容を確認したところ、エレベーターが必要になる

ということが出ましたので、そちらのほうを学校に伝えて、放送コーナーとさせていただいた

というところがあります。 

○川上委員  じゃ、もう一枚設計図があったのね。 

○田代施設整備課主査  要望としてあったという形です。それは設計のほうに反映はしていませ

ん。 

○小田原委員長  舞台平面を広く使うというのが学校の考えだろうと思うんです。だから、２階

に欲しいという話だったと思います。トイレの数も、大体このとおりで？ 

○田代施設整備課主査  トイレのほうは、建築課と調整しまして、平均で何名くらいの利用があ

るのかという形、最大では見ておりません。例えば最大入る人間がいたとしても、それは長く

ても１時間から２時間であろうと。そうであれば、数としては十分足りるだろう。あと、最悪

の場合には、校舎のトイレも近いところにありますので、そちらを利用すれば十分足りるだろ

うということで、この数に落ち着いております。 

○小田原委員長  施設整備課の言えない部分を言えば、前回、三小でしたか七小でしたか、同じ

ような議論をしたときに、この基本設計の段階に入っていたと。だから、同じような議論にな

って大変申しわけないという気持ちがあるんじゃないですか。というふうに思いますけど、そ

うじゃない？ 行政の継続性がなかったということでしょう。 

○田代施設整備課主査  トイレの問題でしょうか。 
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○小田原委員長  いやいや、同じ議論を繰り返してしまったということは、この段階では大筋基

本設計ができちゃっているところだったので、同じような議論になって大変申しわけないとい

うような話じゃないのかなと、私なんかは思っているんですけどね。だから、これからは、課

長のお話のように、前向きに、皆さんの時間を無駄に使わないようにいたしますということで

よろしいですか。 

   では、お諮りいたします。第１４号議案については、このような形で決定するということに

御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

○小田原委員長  御異議ないものと認めます。よって、第１４号議案については、そのように決

定することにいたしました。 

   
    

○小田原委員長  続いて、協議事項に入ります。 

 平成２０年～２２年度実施計画（教育委員会所管分）の策定についてを議題に供します。本

件について事務局から説明を願います。 

○穂坂学校教育部主幹  それでは、平成２０年～２２年度実施計画の策定について、説明させて

いただきます。 

   この事業計画は、２０年度から３年間に新規に実施したい事業につきまして市長部局に要求

いたしまして、最終的に理事者の査定を受ける中で新規事業が決定してまいります。昨年、採

択された事業については、各所管から新規要求された事業の全体の２～３割にとどまっている

厳しい状況がございます。要求する事業については、本日の定例会を受けまして、市長部局に

要求していきたいと思います。私どもが提出しようとしているものの提出期限は今月１８日と

既に過ぎておりますけれども、本日の教育定例会の協議を終了した後に提出するよう担当所管

と調整させていただいております。本日、事務局案を御説明したうえで、各委員さんからの御

意見等をいただいきまして、要求する事業を決定していきたいと考えております。 
   それでは、学校教育部分からになりますけれども、お手元に配付してあります資料に基づい

て説明させていただきます。学校教育部のほうは２部に資料が分かれておりまして、実施計画、

こちらのほうから説明させていただきます。 
   まず資料の１ページ目、「学校教育部実施計画（２０～２２年度）」となっておりますけれど

も、ゆめおりプランの大綱別の第３点といたしまして、その下にありますけれども「だれもが

いつでも多様に学び豊かな文化を育むまちの実現」というのが掲げられております。そこで、

学校教育部分につきましては、そのうちの第１章「生きる力を育む教育」というものになって

おりまして、そこで節が３つに分かれております。それがお手元にあります①から③の「学校

教育の充実」「特色ある学校づくり」「開かれた学校づくり」の３節に分かれております。その

右側にあります時代の変化に伴う教育課題への対応」以下１１項目ございますけれども、これ

がそれぞれの施策の展開ということで、学校教育部が目指す方向という形になっております。 
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   これに従いまして学校教育部としては事業を進めていくわけでございますけれども、その下

の項目別の事業というところでございますが、これにつきましては、それぞれの節の１番「学

校教育の充実」の中の中事業レベルとして主なものをここでは上げさせていただいております。

教育指導、教員の資質向上、学校運営管理など、こういった中事業レベルがございまして、裏

面の２ページになりますけれども、学校の増改築、高尾山学園の運営、心の教育と心のケア推

進、ここまでが「学校教育の充実」でございます。その下の「②特色ある学校づくり」につき

ましては、特色ある学校づくり事業、地域運営学校の設置、部活動の推進というものをここで

は取り上げさせていただいております。それから、３節といたしましては「開かれた学校づく

り」、これについては子供の安全対策と地域との連携、こういった事業が中事業として掲げられ

ております。 
   これらの事業展開を、３～６ページにございます「中事業・細事業一覧」になりますけれど

も、３つの節の「学校教育充実」に対する中事業、そしてそれの中の細事業というふうに整理

をさせていただいております。そこに、「・」の太字網掛けの部分が今回の新規事業として、ま

た「・」がない網掛け太字はレベルアップ事業で、実施計画で要求する事業に当たります。 
   それに基づきまして、これらの網かけの部分を集約しましたのが、もう一つの資料になりま

すけれども、「実施計画新規要求事業一覧」であります。この新規要求事業一覧につきまして説

明させていただきます。 
   まず１番目、教員研修でございますけれども、市全体の教員の指導力向上を図るため、経験

豊かな力のある教員を対象に研修を行いまして、その研修の修了者の中でさらに評価の高い教

員を講師などとして他校へ派遣すること。また、管理職を対象に経営力を高めるため管理職研

修を実施するため、その予算措置を要求するものでございます。 
   ２番目の教育支援人材バンクですが、現在、各学校の外部人材の活用につきましては、有益

的に活用できないない部分がございましたり、あるいはボランティアとして活動したい人材が

埋もれている課題があることから、学校教育の一層の充実を図るために、学校と地域登録者の

コーディネートをする人材を育成いたしまして、各学校にバランスよく適切な人材を派遣でき

るシステムを構築する必要から、その予算措置をするものでございます。 
   ３番の登校支援センターは、臨床心理士の増員を図るとともに、全小学校にメンタルサポー

ターを配置して、小学校段階から支援を充実させるものでございます。 
   ４番の総合教育相談は、相談員１名の増員を図りまして、学校対応が困難な事例について関

係専門機関との連携強化を図るものであります。 
   ５番の特別支援教育は、文科省の基準に合わせ、各校１名の特別教育支援員の配置を行うも

のでございます。 
次ページの６番の学校ホームページへのＣＭＳ導入は、学校ホームページを完全に更新でき

るシステムを導入いたしまして、学校ホームページの充実を図るものでございます。 
７番の学校改築は、児童生徒の安全性の確保を図るため、耐震性の劣る校舎、体育館などの

改築を行うものでございます。 
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８番の学校増築は、児童数増加に対応するため、小学校２校の増築を要望するものでござい

ます。 
９番の学校一般営繕工事の給水設備、校庭整備、屋上防水、電気設備工事につきまして、老

朽化した学校施設の改修を図るために要求させていただくものでございます。 
１０番の施設買取りにつきましては、立替施行いたしました中学校の増築を予定している学

校もございまして、増築する場合の国庫補助を受けるために、買取りしていない部分の買取り

の必要から要望するものでございます。 
１１番、情報教育の推進。 
次のページの１２番の校内ＬＡＮ整備につきましては、機種の古くなりましたパソコンの更

新、あるいは校内ＬＡＮの整備を図るものでございます。 
１３番の行政情報端末の配備につきましては、学校にある現状の台数では事務処理に支障を

来たしていることから、増設を要望するものでございます。 
１４番の地上波デジタル放送対応については、現在の教育用のテレビはデジタル対応ではな

く、これをデジタル化対応にするためのものでございます。 
学校教育については以上でございます。 

○米山生涯学習総務課長  それでは、生涯学習スポーツ部の資料をお開きください。「実施計画新

規要求事業一覧表（生涯学習スポーツ部）になっておりますが、最初に４ページをお開きくだ

さい。   平成２０～２２年度実施計画の策定に向けた事業について御説明します。 

これはプランの位置づけでございますが、政策的項目としては「生涯学習の推進」から「文

化の保存継承」、項目別に細目では「生涯学習環境の充実」から「博物館機能の充実」までござ

います。 

項目別事業で今回の実施計画で要求していく主なものは、まず①の生涯学習の推進。生涯学

習環境の充実では、生涯学習プランの見直しを図るほか、青少年の海外交流、放課後子ども教

室の実施予定でございます。また、図書館機能の充実では、図書館システムの更新、学校図書

館の支援、地区図書室の分室化。 

   生涯スポーツの推進。生涯スポーツ・レクリエーションの振興では、運動施設予約システム

の再構築。スポーツ環境の整備では、富士森公園野球場のスコアボード等老朽化した運動施設

の改修やトイレの改修でございます。 

   文化の保存継承では、文化遺産等の保存・活用で、国史跡八王子城跡の保存整備を推進する

とともに市内文化財の調査。また、博物館機能の充実では、老朽化した郷土資料館の改修やこ

ども科学館の展示物の更新を考えております。 

   ５ページをお開きください。「生涯学習スポーツ部の中事業・細事業一覧」でございますが、

これについては課別にまとめてあります。ゴシック体が、平成１９年度から新規事業として認

められて、今事業をしている最中でございます。それから、網かけについては２０年度の新規

事業、網かけの黒ポチがレベルアップ事業になります。５ページ目が生涯学習総務課、スポー

ツ振興課、次の６ページ目がスポーツ振興課になります。スポーツ振興課は下のほうにござい
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ます。それから７ページ目になります。学習支援課、ここは新規はございません。文化財課に

ついては、例えば埋蔵文化財調査費の中の黒ポチが文化財調査という、その一部をやるという

形の事業になります。それから体育館、図書館、こども科学館になっております。 

   それでは詳しく、１ページ目にお戻りください。 

   まず１点の、生涯学習推進では、放課後子ども教室、これはレベルアップ事業になります。

それから、旧陵南会館敷地建物解体撤去、これは新規になります。それから、３の学校図書館

サポートセンター、これについては子どもと本を結びつけるノウハウを持つ公立図書館が各学

校図書館の充実に向けて人材と資料面を支援する内容でございます。４の図書館情報化推進事

業では、「知」の情報拠点となる図書館の充実が必要であるためということです。５番の地区図

書室分室化、多摩地区隋一の広大な地域でございますので、市民が身近に利用できる図書館の

設置を求められるため分室化を図りたいということでございます。 

   続きまして、生涯スポーツの推進でございますが、富士森公園野球場のスコアボード改修、

これは大きな大会を前に八王子市を代表する野球場として改修する必要があるということです。 

 次のページをお開きください。７番の運動施設予約システムの再構築事業でございます。こ

れはシステム導入から８年が経過しまして、まずサーバー、利用者端末等の製造が中止になっ

て、機器の故障の対応が難しい状況になっている。それから、システム的に予約やペナルティ

ー機能の不都合等で、これを新たに再構築したいという内容でございます。それから８番テニ

スコート改修、９番野球場の改修、１０番プール改修、１１番陸上競技場の改修、１２番富士

森公園野球場一・三累側トイレ改修、富士森テニスコートの管理棟新設工事、浅川ゆったりロ

ード改修等がスポーツ振興課に属する部分で、老朽化等の形で市民の利用者の利便性とか快適

性をアップするため、あるいは安全のために改修を計画しております。それから１５番市民体

育館の耐震補強工事でございますが、これは平成１７年度に実施した耐震診断で屋根部分の補

強が必要という形の中で、平成１９年度見送られましたので、２０年度新規に要望していくも

のでございます。それから１６、１７は、老朽化のため修繕工事を行うものです。 

   それから文化の保存継承ですが、１８番国史跡八王子城跡保存整備事業については、１００

名城に指定されたことから、ある程度整備をかけたいというレベルアップ事業になります。そ

れから、市内の文化財調査。あと、郷土資料館約４０年たっておりますので施設改修。あと、

郷土資料（井上コレクション）の購入ということで、貴重なコレクションがございますので、

これを購入していきたい。それから、こども科学館については、レベルアップして新規展示物

の制作を引き続いてやっていきたいという形になります。 

   生涯学習スポーツ部からは以上でございます。 

○小田原委員長  事務局からの説明は終わりました。本件について御質疑・御意見、あわせてお

願いいたします。 

○齋藤委員  このやり方なんですけれども、ずいぶんたくさん項目がございますよね。事前にい

ろいろ読ませていただくと、ちょこちょこと質問したり聞きたい内容があるんですが、どうい

うふうに……。 
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○小田原委員長  じゃ、学校教育部からいきましょう。学校教育部は、ゆめおりプランに基づく

フローチャートの形の事業説明があって、中事業・細事業の一覧があって新規事業というよう

に、３部形式になっていますが、その１部についてはいかがですか。このゆめおりプランは変

更ないわけですね。 

○穂坂学校教育部主幹  そうです。そのままです。 

○小田原委員長  これにかかわって中事業・細事業、対応するかどうかという問題がありますけ

ど、その中事業・細事業についていかがですか。 

○齋藤委員  では、最初に１番のところ、一覧表の中から、教員研修のところでお伺いしたいと

思います。 

   これを読んでいてちょっと思ったんですが、来年度から３年間かけて新しくレベルアップし

ながらやっていこうということだと思うんですが、現実問題として、例えば能力の高いスーパ

ーティーチャーと言われるような先生が、教育委員会の補完教員として仮に認定したとして、

ここに書いてあるように他校へ派遣、行く時間が現実にありますか。現場のことを考えると、

言っている文面としては非常にいいお話なんですけれども、具体的には苦しいのではないかな

という感じを私は読んだときに直感的に思ったんです。特に中学校は難しいかなと。 
   それと、これに関連して考えることは、ベテランの先生を模範教員として認定していくとか、

これもひとつの方法ではあろうかと思うんですが、２００７年度問題というのか、新人の先生

方がどんどん増えてきている中で、その先生方を教育するためのひとつのやり方なんだろうけ

れども、もう少しダイレクトに新人を育てていく方法を考えていくことを具体的に策定してい

く必要性があるんじゃないかなと思ったんですけれども。 
○由井学校教育部参事  教員研修の部分の基本的な考え方は、教員の大量退職時代ですから、そ

ういう技術、さまざまなノウハウを持っている方々が退職してそういう技術を伝えていかなけ

ればいけない。ですから、対象は今回のようなスーパーティーチャーという方が研修して、そ

れを伝えていけるようなシステムをつくっていきたい。研修という意味と、一つは他校に行く

ということを考えれば、基本的には休業中かなと思います。ですから、自分のやってきた授業

のビデオを見てもらうとか、実践を紹介してもらうとか、そういうのが中心になると思います。

時間があれば平日の授業の後でも構わないです。あとは、公開授業等を通して、これは研修会

等ではなく、公開授業等に来ていただくことで、授業について議論していただいたり、そうい

うことを考えております。 
○齋藤委員  つまり対象としているのはベテランの現職の先生ということですか。 
○由井学校教育部参事  スーパーティーチャーという意味では、ベテランだけでもないかもしれ

ない。中堅あたりでもかなり力がある先生というのは聞いていますので、それはあると思いま

す。 
それから、先ほどおっしゃっていた新人に対する研修については、ここにはありませんけれ

ども、もちろん別にやっております。 
○小田原委員長  よろしいですか。「他校への」の「の」は誤植として、「活躍させる」というの
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が何だかわからないんだよね。ここだけ具体的でないわけよ。次の管理職研修もそうなんだけ

れども、「認定し、講師等として」、この「等」は要らないんじゃないかなと思うんだな。むし

ろ「等」を入れるとすれば、「他校等」なんだろうね。派遣して、教員の全般的な指導力の向上

を進めるとか、推進するとか、図るというふうな言い方なんだろうと思いますね。 
これは、うちは初めてやるわけだけれども、もう各県で始めている話なんですよ。それをう

ちも取り入れようということだろうと思うんですね。それよりももっとダイナミックに考えた

ほうがいいんじゃないかと言われたわけだから、それについてはどうなんだというのが欲しい

ね。ありませんか。 
○由井学校教育部参事  研修という意味ですか。 
○小田原委員長  一応教員研修で、スーパーティーチャーだけで新採教員だとか教員指導力低下

が改善されるんですか。 
○由井学校教育部参事  新採教員については、センターのほうで校長OBの方々が学校を回って
授業を実際に見ながら状況を把握して、指導主事と対応しながら指導していくシステムもとっ

ています。また、学校の様子ですとか学校の経営や状況の把握、（２）も含んでございます。経

営の状況把握のところでいいますと、これも指導主事の訪問ももちろんですけれども、センタ

ーにいる退職された校長先生を活用するシステムを今つくっているところで、一学期中には学

校訪問ができるような形をとっていきたいというように考えております。 
○小田原委員長  そういうようなことを入れればいいんだね。そうすると交通費がかかるとか何

とか、そういう話だったよね。公用車を使うんでしたっけ。 
○由井学校教育部参事  そうです。 
○小田原委員長  それは金がかからないのか。ダイナミックかどうかわからないけれども、いろ

いろ考えてはいるということのようですね。 
○細野委員  ちょっといいですか。前に、初任者、１０年選手とかそういうので、研修のプログ

ラムみたいな一覧表を見せましたよね。それはこれに関連しているのかしら。 
○朴木指導室統括指導主事  今の参事の話も含めまして、新たに教員研修の全体図といったもの

をつくって、どういう形で教員の経験、能力に応じてやっていくのかというのは、細野委員が

おっしゃったように、今年度中につくりたいと思います。先ほど齋藤委員がおっしゃったよう

な若手教員の研修については昨年度までに、初年度から４年次までは、一応研修体系ができて

います。授業力の向上を確認して、今は４年次まではやっています。 
今、ベテラン教員を活用したいということで参事から話がありましたけれども、これを新た

に加えたい。管理職の能力を高めたいということで、このような新規事業の要求をしたいとい

うことでございます 。 
○細野委員  ついでに質問ですけれども、１０年選手の研修というのは法定化されているわけで

すね。その人たちが帰ってきてからどういう活用をされているのか。 
○朴木指導室統括指導主事  １０年目を経験した教員は、国指定研修として行っております。校

内で３時間、校外で３時間、そしてそれらは、例えばパワーアップ研修等の講師だとか、ある
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いは主幹に任用されたような先生方においては、2 年次、3 年次の授業についてアドバイスす
る。本来のＯＪＴを生かすような活用の仕方をしています。 

○細野委員  もう一つ。ここに書いてある模範教員というのは、年限的には、その年限と全く関

係なくということでやるわけですね。その意味をちょっと知りたいんだけど。全く年限に関係

なく、スーパーティーチャーというのは、若手は若手の模範的な人に指導してもらうとか、中

堅は中堅で、中堅の中のいい人に中堅の指導をしてもらうと、こういう話ですか。 
○朴木指導室統括指導主事  細野委員がおっしゃったようなことも視野に入れなければいけない

と考えておりますけれども、大量退職を前に、ベテランの教員の中から、授業力の高い人、師

範授業ができる方とか授業そのものの組み方のアドバイスができる方、そういうベテランの先

生をまず発掘して、そして人数を増やしたい。 
   それから、校内のＯＪＴをやはり組み立てていかなければなりませんので、校内すべての接

遇やマナーや、学校の顔として、あるいは核として、そういったことのアドバイス、日常から

アドバイスできる人、そういう方を活用していきたいと考えています。 
○細野委員  具体的にそういうスーパーティーチャーを、例えば小中全部で百何校あるんだけれ

ども、どれくらいの人数を考えているのかということがまず一つ。それから、もしその人たち

が定年になったときに、教育支援人材バンクのほうに自動的に流れていくような仕組みづくり

も考えているのかどうなのか。そのあたりのお話を聞かせてほしいと思います。 
○朴木指導室統括指導主事  今おっしゃったようなことも視野に入れて考えていきたいと思って

おります。 
   若手教員を育成する際に、そういう先生の活用というのは、やはり大事になってきておりま

す。人数その他については、まず自分が立候補、それから校長の推薦、教育委員会から、小学

校教育研究会、中学校教育研究会で活躍されている先生は、こちらから見立て働きかけ等を含

めて。人数については、これから検討が必要ですけれども、さまざまな視点から発掘、活用を

考えています。 
○小田原委員長  議会答弁で終わってしまうので困るんだけれども、議会ではないので、もうち

ょっと明確なビジョンというか設計図を持って示していただかないとこういう話は進まない。 
○由井学校教育部参事  まず人数ですけれども、都のほうにも同じような認定講師というのがあ

りまして、都の認定講師は１０人前後です。 
○小田原委員長  八王子にどのくらい要員がいて、どのくらいを想定しているのか。 
○由井学校教育部参事  八王子でいえば、私どもの発掘する力にもかかってきますけれども、そ

れを考えれば、その倍近くは発掘していきたいと考えております。 
○小田原委員長  希望的数字ね。 
○由井学校教育部参事  それから、その後の制度のことにつきましては、個人の希望とかありま

すので、人材バンクについては本人の希望がもちろんかかってきます。こういう方々のやる気

の問題もあるでしょうし、最終的には入っていただきたいと思っていますが、やはり本人の問

題になると思います。 
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○小田原委員長  本人のやる気の問題だって言うけど、やる気のない者はスーパーティーチャー

であるわけがないんだから、そんな者を肯定していちゃ絶対だめですよ。スーパーティーチャ

ー、学校訪問に行って、これはほかの学校の教員にも見せるべきだという教員がいるわけです

よ。それを僕は報告書に書いて渡しているんだけれども、そういうような人たちは皆さんが行

ったときに発見しているわけですよ。発掘じゃなくて。 
それから研究会を通じてと言っていたけれども、私が見ているところでは、研究会は非常に

不活発。申しわけないけれども、一生懸命やっている先生方もいると思うんだけれども、八王

子は研究会そのものがよく見えない。だから、そこをもうちょっと表に出してやってほしいと

いうのがあるわけ。研究発表も見せてもらったことがあるんだけれども、どうもどこかの悪い

傾向を受け継いでいて、どこかの大学の先生を講師として呼んできて、そこで総括するという

内容で終わっちゃうわけ。指導主事の皆さんのこの受け継ぎ、伝統というのか悪しき慣習があ

るんだけれども、御苦労様というような話をしながら持ち上げるわけですよ。いいことを言う

んです。そんないいことなんかないんだけれども、例えば子どもたちを褒めて育てるという、

それをそのままやっているわけで、研究会そのものがあまり研究会になっていないというふう

に私は思うわけ。 
   生涯学習のこども科学館にもよく言っているんだけれども、理科の研究会があそこに来て何

かやるということを考えたほうがいいのに、そういうようなことがあまり行われない。来てい

るという話は聞くけれど、どうもそういうところが不活発な感じがしますので、そういうとこ

ろをもっと波立たせて掘り起こしていくとか、波を立てていくというふうな、それがたぶんダ

イナミックにつながっていくのではないかと思うんですよ。そのためにもっと金をかけろと。  
管理職研修を充実するという、こういうことではなくて、この右のほうにある実践的な管理

職研修を充実していくことであって、これは個別研究等を取り入れて校長に、さっきのＯＪＴ

の話がありましたけれども、学校でＯＪＴをしなければ育っていかないわけだから、そういう

ところを進めさせるという、そういう話になっていくのではないかと思うんですけれども、い

かがですか。 
○齋藤委員  小田原先生のお話の中にもあったんですけれども、私も自分で講師の経験なんかか

ら見ますと、現場にいる先生の中で、この先生の授業はすばらしいな、参考にしたいなと思う

ことがあるじゃないですか。そういう先生に限って、これは私がたまたま見たことかもしれな

いけれども、決して反体制じゃないですよ、体制に逆らっているとかじゃないんだけれども、

自分の携わっている子どもたちの面倒に一生懸命だと、それでもういっぱいいっぱいなんです

ね。一生懸命やられているものですから、そのための研究を自分でしていて、やはり時間的余

裕のない方が多くて、そういうすばらしい先生というのは恐らく、さっきの話ではないけれど

も、自分から立候補してやるという余裕がないと思うんですよ。恐らく「御協力いただけませ

んか」と声をかければ、やられると思いますけどね。 
   だから、先ほどのお話の中で、そういうスーパーティーチャーを発掘、小田原先生はあえて

発見というふうに言い換えましたけれども、それは本人からの立候補とか校長の推薦ではなく
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て、指導主事の方々がどんどん現場へ出て行ったり、我々も一緒に見に行ったりして、「あの先

生はいいんじゃないの」というような方を自分たちで見つけ出す姿勢は必要なんじゃないかな

というふうに感じます。 
○由井学校教育部参事  そのようにやっていきたいと思います。先ほど私が申し上げた「本人の

意志」というのは、次の２番の教育支援人材バンク、退職後というイメージでお話をさせてい

ただきました。教員研修のほうのスーパーティーチャーについては、こちらのほうで発見して

どんどん活用してまいりたいと思います。 
○細野委員  ちょっと待ってください。そういう意見もあるんだけれども、それも大事かもしれ

ないけれども、もう一つは、管理職研修というのは何でやるのか。経営感覚をつけるとか、教

員に対する目配りあるいは目利きができるような能力をつけることなんですね。そうすると、

（１）の模範教員だって、当然各学校のトップが気づくはずですよ。気づかなければおかしい

わけ。今指導主事が何人いるかわからないし、それだけ通常見ているわけでもないのだから。

そうすると、トップの責任というか、あるいは能力に対する我々の要求というのはとても大き

いわけですよ。そこのところを少し気づいてほしい。 
   それから１と２の教員研修と教育支援人材バンクというのは、八王子の教育を考えたら、独

立ではないと思う。これは一体になってやるべきです。 
   ついでに、模範ティーチャーになるのだったら、それはもう人材バンクに協力してください

ね。それくらいでいいんですよ。逆。あなたはベテランでやったのだから、こっちの人材バン

クでやってもらいたい、そっちのほうを私はむしろ言ってほしいと思う。若手をどんどん育成

するんだと。まず最初は校長ですよ。だから、言ってみれば（１）より（２）のほうが大事だ

ということになりますよね。以上です。 
○石川教育長  関連して。発掘とか発見とかいう話が出ているんですけれども、それは既に終わ

っているんですよ。というのは、人事考課制度を始めてもう６年くらいになるのかな。あとは、

それをやって見つけたのを管理職がどう活用するかという段階に入ってきている。ですから、

私は校長たちに、それをうまく使って校内研修の中でやってほしいということを言っているん

ですけど、そのへんのところがうまくいっていないんだよね。それを支えてやらなければいけ

ないかなと思っています。 
   それからスーパーティーチャーの有効期間というようなことで、退職後もという話がありま

したけれども、東京都がここで退職後の雇用形態をすこしずつ変えようとしています。特に来

年からは。今までは、再雇用と再任用と２つに分けて採用していたんですね。 
○細野委員  どう違うんですか。 
○石川教育長  再雇用は３日型ですか、１６日間。 
○小田原委員長  １２日。今は短くなった。 
○石川教育長  １２日でしたか。再任用のほうは４日雇用するという、大まかに言うとそんなと

ころの違いなんですけれども、どうも再雇用のほうは、本当にその気になれない人たちが多い

んじゃないかな。これからは再任用だけにしていく方向、このほうが大事ではないかというこ
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とで、来年４月からはほとんど再任用になるようです。ですから、再任用を希望すれば、当然

のことながらスーパーティーチャーの肩書きを持つような人たちも、引き続き学校では活用で

きるということになると思います。 
○細野委員  その予算づけみたいなことは、都のほうは結構やっているわけですか。 
○石川教育長  要するに、大量退職時代で、ことしの採用者は実は名簿が底を突いちゃっている

わけですよ。名簿登載者、合格者だけでは足りなくて、結局、今までの補欠という者を出せな

かったものですから、不合格者、要するに、今までの補欠とそれ以下の者の名簿の中から、学

校に期限付任用という形で期限を限定して採用しているところです。 
それは読み違いがあったということを言っているわけですけれども、一つには、せっかく名

簿に載ったけれども、辞退する者が多くなっている。これは景気浮揚があって民間のほうに行

っている者もいるでしょうし、意外にも思っていた以上に勧奨退職が多くなっているというよ

うなことから不足している。これは全国的な傾向ですから、東京だけの話ではありませんので、

経験を持った優秀な教員たちを再任用という形でもっと残したい。この活用をしていかないと、

とても東京の教育は担えない。そういうことから、そういう方向性を出しているというふうに

思っています。 
○小田原委員長  ほかにいかがですか。 
   校長先生がＯＪＴという話を学校の中で話したら、ＯＪＴというのがわからない教員がほと

んどだったという話があるんですよ。去年だからしようがないかなと思うんだけれども、そう

いう土壌がなかった。昔はあったけれども、最近はそういう器はなくなってきているというの

が事実ですね。それと、これから最後の数年を頑張ってほしいという先生が、最近、勧奨退職

で早く辞めていく傾向が出てきている。だから、そこをどう乗り越えていくかということを考

えていかないと、新採だけ、いい新採をとるなんていうのは非常に厳しい時代になってきます

から、中でどうやって育てていくかということをやっぱり考えていかないと、乗り切れないだ

ろうと思いますね。 
○石川教育長  ＯＪＴについて、当然のことながら校長を育成するときは、先ほども話がありま

したけれども、教員のうちからそれなりの資質を持った者を育てる必要があると思っています

けれども、当面は、次に続く副校長を何とか高めてやらない限りは、将来的にも非常に不安な

わけで、少しでも質を上げるために、校長たちにはＯＪＴをさせながら育成してほしいと言っ

ているわけですよ。ところが、校長たちは自分の校長職で本来ならやらなければいけない仕事

を副校長に押しつけているわけです。副校長はあまりにも仕事の量が多くなったものですから

あたふたしちゃって、結局、今度、副校長は自分の副校長の仕事を主幹に押しつける。今、主

幹が悲鳴を上げているようなところも現実には出てきていますね。ですから、仕事を任せるだ

けがＯＪＴではなくて、一緒にやっていくという姿勢が大事なんだろうと思うけれども、どう

もそのへんのところがうまく伝わらないんですね。仕事をできるだけ任せてやらせるというこ

とが、やっぱり一番早い育成方法だろうというふうに思うわけで、そのことをできるだけやら

せようということでやってきているんですけれども、どうも勘違いしている者もいるようで、
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そのへんの取り組みが必要というふうには思っています。 
○細野委員  前に業務分担についての表の議論をしましたよね。あのあたりは、もう校長先生と

かには行っているんですか。それを見ながら下ろしてやる。 
○石川教育長  要するに、校長の仕事というのは、４管理２監督なわけで、それを補佐する教頭

は、４管理２監督がわからなければ補佐できないわけです。ですから、要するに、同じ仕事を

やるわけですよ。その仕事をさせながら、できるだけ校長に就いたときにも、すぐにその対応

ができるような資質をつくり上げてほしいということで、やらせてはいるんですけれども、な

かなか難しいですね。要するに、指導する側の校長が、ただ単に仕事が減っただけというふう

にとらえている者もどうも中にいるようで、本当に育てようとして仕事を与えているのかどう

か。そのへんの検証もしないままに、大変な副校長達としては、自分たちがこれではもたない

からといって、主幹制度ができたから、これ幸いと下に下ろしていく。確かに、能力のある者

はそれですぐ育つと思うんですけれども、必ずしも全員が能力があるわけではありませんので、

非常に難しい部分ではある。そのへんのところのてこ入れは必要だろうなというふうに思って

います。 
○齋藤委員  ここで発言してもしようがないことかもしれませんけれども、今の石川教育長のお

話の中に、不採用の教員も取り入れていかなければならないような状況だというのは、たしか

１年前か２年前か、教員がやはり足りなくなって回ってこなかった、東京都の読み違いだった

ということに対して、私もたしか発言の中で、そんなことはあり得るんですかというようなこ

とを言ったのを覚えているんですけどね。２００７年度問題というのは予想以上に大変な問題

なのかもしれませんが、一たん不採用とした人間を採らなければならないという状況というの

は、ちょっと異常ですよね。これは市教委のこの場で話してもしようがないのかもしれません

が、もっと先を読むというか、不採用の者は不採用で、新たに再試験をして、ちゃんと合格ラ

インに上がった者を採用していかないと、そんなことを繰り返していたら、現場は本当に大変

なことになっちゃうだろうなと思いますけどね。こういうのは市教委あたりから上に言えない

ものなんですかね。 
○石川教育長  教員採用も、校長・副校長の選考も、必要数を見込んで採るわけですよ。要する

に、資格試験ではないから。資格は、一応教員免許で資格ができているわけです。ですから、

免許を持っていれば、東京都はこのレベルで切りたいと思っても、そこで切ったときに、現実

に足りなくなってしまったわけですよね。だから、その下の者も資格があるわけだから、これ

らを条件付で採用して、要するに期間限定で採用して、育ててもらって、来年度は、成績がよ

ければ、できるだけ選考条件を有利に働かせて、そこで採用していくという方向性なんですね。

ですから、必ずしも合格ラインになかった教員がだめだということは言えない。実践の場にお

いて、ものすごくすぐれた力を発揮する者もたくさんいるんですよ。昔、Ａ、Ｂという採用区

分があった時代に、Ａは確かに試験の結果はいいんですよ。だけれども、現場はどっちを欲し

がったかというと、Ｂのほうを欲しがったんですよ。ですから、それは必ずしもだめな教員ば

かりということではないと思います。 
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○小田原委員長  この知り得た秘密ををあえて言えば、１番から１０番まではきって、１１番目

から採りましょうという話がないわけではなかったでしょう。だけど、そんなことはできませ

んから、１番から一応採りますけど、齋藤委員が心配していたようなことは、もう１０年以上

前から、こういう時代が来ることがわかっているわけだから、前倒しで採用しようという話を

していたんだけれど、前倒しでやった場合には１人１，０００万円かかるという計算を大雑把

にしていけば大変なお金がかかるわけで、財政難の時代もあったわけだから、東京都は火の車

だったから、とてもそんな余分に採るわけにいかなった。だから、教育長の発言のように、欠

員になる、退職が見込まれる数だけ採りましょうということしかできなかったわけですね。 
   今大変な時代になっているのは、今度は教員が足りなくなっちゃったんですね。だから、新

採の競争力がうんと下がっているわけですね。だから、多く見越して採ると、今度はそれこそ

教員としての資質はいかがかという教員も採用、合格者として出していいのかということにい

っちゃうわけだから、そこはある線で切る。その切ったところの不採用で、人物としては面接

で点数がいいというような方を期限付でという、そういう苦肉の策を今とっているのではない

かと思います。 
だから、お金があれば、プールしておいていつでも採用できるという形。ただ、そうすると、

合格したけれども採用がないという話になった場合に、そういう人たちをどうするかという問

題が出てくると思います。 
教育は、サービスを下げるわけにいかないから、何かプールするか、教員が多い学校をつく

っておけばいいじゃないか。そうすると、ここは手厚く教育が行われているのに、今度は、ほ

かの学校にやらなければいけないとなったときに大変だということになっちゃうと、そのアン

バランス。私たちとしては、言えるところは、いい教員をくださいというところでお願いする

しかないかなと。 
これについてはいいですか。――よろしいですね。では、ほかの件でいかがですか。 

○齋藤委員  一つずつやっていたら大変な時間になってしまうので、簡単なお答えでいいんです

けれども、２番のところにコーディネーターというのが出てきて、いわゆる学校とボランティ

アをつなげるコーディネーター役というのは、私は研修で聞かせていただいて、第二中学校が

今、特別支援教育の関係の研究をしていく中で、それにこだわらずに人材バンク的なものを構

築して、オアシスといううまいものができ上がっているのは、非常にうまくいっているなとい

うのは実践として感じたんですけどね。なぜあそこがうまいっているのかというと、学校以外

の地域の方で非常に優秀な方がコーディネーターとして就いたと。２人の女性の方ですけれど

も、コーディネーターが非常にうまく取りまとめたというのが、これがうまくいく一つの目安

だなとちょっと感じたんですね。その中で２番のコーディネーターというのが出てくるわけで

すけれども、たまたま第二中学校にああいう人材がいたわけですけれども、このあたり、コー

ディネーターをどういうふうに発掘していこうと具体的に考えていらっしゃるんでしょうか。

どういう方を目安にしていらっしゃいますか。 
○朴木指導室統括指導主事  ボランティアに登録していただいたり、それに興味を示した方にボ
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ランティアの研修会を年３回行っています。その中で、コーディネーターとしての働きかけと、

コーディネーターとしてどういうことが必要になってくるのか、コーディネーターを置いてい

くことが必要なんだと。その中でコーディネーターを育てていこうということです。 
○齋藤委員  これが予算に関連してくるので、私は意見を強く言っておきたいんですけれども、

こういう方というのは非常に忙しくて、昼間学校をやっている時間帯に学校の中にいて、学校

の様子を見ていろいろコーディネートしていくということになってくると、ここに謝金という

のも出てきていますけれども、ある程度パートタイムの時給が出るくらいの謝金が払えて、そ

れはお金ではないと言えばそれまでなんですけれども、コーディネーターの方にはある程度の

常勤みたいなスタイルにもっていけるくらいまでの謝金は考えていったほうがいいだろうとい

うふうに私は思うんですけれども、どうでしょうか。 
○朴木指導室統括指導主事  コーディネーターの方に謝金を措置していくことも一つの方法だと

考えています。それからもう一つは、「ＮＰＯ化」と書いてありますが、今年度、町田市は１，

０００万円の予算で、人材の登録業者の管理、これは学校からの求めに応じて適切な人材を派

遣するシステムをつくりました。こういったものも参考にしながら、コーディネーターのシス

テムというのは考えていかなければいけないと思っております。  
○小田原委員長  そのほかいかがですか。学校教育部はよろしいですか。 
○齋藤委員  登校支援センターの話が出ているんですけれども、個票システムというのが導入さ

れて、非常に新しいシステムとして、これを読ませていただいたときに個人的に非常に興味を

持っておりまして、横の連絡のためによく利用されるのだろうなというふうに思いながら、と

りあえずスタートしているわけですよね。これがレベルアップということなんですけれども、

今の現状はどうですか。 
○朴木指導室統括指導主事  昨年度、指導室では登校支援センターを設置し、個票システムを確

立しました。このシステムを活用して、昨年度の不登校児童生徒数は前年度比９１％と、約一

割減りました。これは、個票システムが各学校に周知され、登校支援センターとの連携のもと、

学校が組織的に不登校対策を講じられるようになったとともに、全市的に同じフォーマットの

カードを用いて個別指導を行い、それを登校支援センターが統括することができるようになっ

たことが大きな要因となっております。 
個票システムの導入に当たっては、文部科学省の「新教育システム開発プログラム」事業に

対し、人的配置にかかわる提案をし、認められ、中学校に加えて、小学校全校にもメンタルサ

ポーターの配置が可能になりました. 
小学校側からは、個票システムは、メンタルサポーターの配置による効果が大きいとの意見

が多く、指導室も同じ認識です。このシステムの一層の活用のためには、次年度以降も小学校

全校へのメンタルサポーターの配置が必須だと考えております. 
しかし、「新教育システム開発プログラム」事業は、今年度で終了し、このままでは、来年度

小学校へのメンタルサポーターの配置はかなわなくなります。そこで、来年度レベルアップを

して、小学校にメンタルサポーターを全校配置できるよう予算措置を要望するものであります。 

 －２４－



○齋藤委員  一つ提案なんですけれども、私は地域の中で民生児童委員のほうも兼任させていた

だいているんですが、地域の中で不登校児というのがいた場合、学校との信頼感が非常に崩れ

てしまっている場合があるんですね。学校に不信感を持っていて行けないというケースも、も

ちろんそれがすべてではありませんけれども、あるということを考えたときに、この個票シス

テムというのは私はおもしいなと思っているんですが、つけているのは先生じゃないですか。

いわゆる先生がつけていらっしゃるわけでしょう。それが情報として横に流れていくというこ

と。だから、個票システムの提案として、今後広げていったときに、保護者の意見も、保護者

が自由に書き込める欄をつくっていっていただきたいなと思うんですよ。学校の中で先生と保

護者がともにその個票システムをつくっていって、それが横に流れていくというシステムのほ

うがよりすぐれてくるような気がするんですけれども、どうでしょうか。 
○朴木指導室統括指導主事  今おっしゃったのは個人カードの部分、要するに、不登校児に対し

てどのような支援をすればいいのか。私たちは学校に来てもらうことも大事なことだと思いま

すけれども、その子にどういう支援が一番大切かというカードにしていかなければいけないと

思いますので、このカードをつくるに当たっては、親との連絡も含めてやっているところがご

ざいます。もちろん先生がつくるんですが。そういうことを含めて、保護者の意見として、あ

るいはその子にとって一番いい方法について、保護者や先生、教員からの視点も含めて、個人

カードというシステムをとっております。 
○小田原委員長  ほかにいかがですか。 
   順番はこのままの順番で、重きが一番にあると考えていいかどうか。前回は特にないという

話だったんだけれども……。 
○穂坂学校教育部主幹  今回は、学力の向上というか、そういうところを念頭に一応順番にして

おります。 
○齋藤委員  この資料の文言がそのまま何かの資料としてどこかへ提出されるわけですか。 
○穂坂学校教育部主幹  庁内的には、各課ごとに優先順位をつけて提出するというのがうちの内

部の様式には載っておりますけれども、事業内容とか必要性とかそういったところは、すべて

ではありませんが、様式に記載をして出すようにはなっています。 
○小田原委員長  これが半分になるわけですか。 
○穂坂学校教育部主幹  かなり減らされます。ただ、ヒアリングをしますので、そのときには当

然これを活用して財政当局のほうに訴えたりというようなことはできます。 
○小田原委員長  また学校教育部が後で出てきたら、そのときにしてください。 

生涯学習スポーツ部についてはいかがでしょうか。 
○齋藤委員  ２番のところでちょっと教えていただきたいんです。旧陵南会館敷地内の建物解体

撤去というのは、全部壊しちゃうんですか。 
○米山生涯学習総務課長  現在、プレハブが２棟と管理棟が１棟それに加えて陵南会館として使

用していたプレハブが１棟ございます。なお今年は２棟解体しました。来年度については、あ

と残る３棟を解体し、再来年度、最後の１棟を解体する予定でございます。特に老朽化してい
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るので、基礎部分が腐って非常に危ないということで、特に緊急を要するものは、今年予備費

で対応した経過がございます。 
○齋藤委員  陵南会館は、２０号を左のほうに入っていった、あそこの施設のことですよね。 
○米山生涯学習総務課長  そうです。 
○齋藤委員  例えば歴史的に保管していく価値があるということはないですか。 
○米山生涯学習総務課長  実は歴史的な保管のほうは放火に遭いまして、その建物はもうござい

ません。ですから、全部、普通の昔のプレハブ倉庫の中に一部保管してあるものがございます

から、それはほかの保管場所へ移して、プレハブは普通のプレハブなんです、一般的な。だか

ら、特に歴史的価値は一切ございません。 
○小田原委員長  これは書き方が悪いんだよ。昭和４８年以前の建築であるというから、歴史的

建造物に見えるけれども、それは単なるプレハブだと。 
○米山生涯学習総務課長  すみません。そこは「プレハブ」とします。 
○小田原委員長  プレハブがいっぱいあるというのも、よくわからない話ですけど、まあいいで

す。 
○齋藤委員  私ども小さいころは、あそこに列車が入り込んできたわけですね。旧駅でしょう。

その跡はもう何も残っていないわけですか。 
○米山生涯学習総務課長  あそこにはまだホーム部分のコンクリの部分は残っているんですけれ

ども、歴史的な価値があるかどうかは。あくまでもコンクリだけなんですね、逆に言うと。そ

れは一部残っています。 
○小田原委員長  昭和の建物とかそういうものは、ホームはもっと前じゃないかと思うんだけど

ね。価値が出てくるかもしれません。まあ、そこはだれかに御相談して……。 
○齋藤委員  ちょっと私もそのあたりがわからなかったから、単純にこれを読んだときに、全部

壊しちゃうんだということになってくると、我々が小さいころには、学校なんかでも、かなり

あそこの場所は歴史的な重さがあるように地域の勉強として習ったような、社会科の勉強で習

ったような思い出があったものですから、全部こわしちゃうのかなと単純に思ったものですか

ら、それで質問させていただいたんです。 
○細野委員  ５番目のところで「読書のまち八王子」推進計画をやっているんだけれども、２６

市の中で著しく少なくて、図書館数が少ない。人口当たりの蔵書数が少ないというわけではな

いのでしょう。それも少ない？ 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  絶対数では蔵書数は一番ですけれども。人口当たりにすると一

番低いです。 
○細野委員  人口当たりを言っているんですよ。読書のまちにそぐわないね。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  １人当たりという量的指標にしますと、確かに一番低いですけ

れども、読書をしようとする人に対しまして、そこに１４０万冊の蔵書があるということも、

一つは大事な観点かなというふうには考えています。 
○細野委員  質のほうはどうなんだろうか。 
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○小田原委員長  質というのは難しいので、文庫本が多いのか百科事典が多いのかという話にな

ってくるのだと思いますが……。 
○細野委員  専門書の数を多摩とかああいうところと比較したことはありますか。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  専門書の範囲がちょっとあれなんですけれども、専門書での比

較は今のところ持っていないと思います。基本的には専門書は大学図書館とは違いますので、

大体一般教養のレベルくらいで収集しているというような状況です。 
○細野委員  それでいいと思っていますか。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  まず幅広く収集するというのが重要な観点だと思います。市民

の娯楽、レクリエーションに資するというのも公共図書館の一つの役割ですから、全部専門書

にしてレベルアップを目指すというわけにはまいらないというふうに考えています。 
○小田原委員長  １０進法でいくと８とか９が多いということか。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  やはり小説類が一番多いです。 
○細野委員  これは生涯学習の話だと思うんだけど、人生８０年時代、そうすると６０歳である

一定の組織を離れる。それからもいろいろ専門的な教育も必要かもしれないし、自分で自学し

ていく、自習する必要もある。そうすると、全部大学に入るというわけではないのだから、ま

ちの図書館がとても大事な機能を持つんですよ。そうしたときに、私は多摩の図書館と八王子

の図書館を結構比較するんですけれども、レベルが違うと私は思う。だから、そこのところを

少し調査してほしい。まず１つ。 
２つ目。学校図書館サポートセンターはとても大事だと思います。これは３番目と４番目、

図書館の情報化推進事業と、私は絡めてほしい。学校のほうの情報化というのもすごく大事だ

と思うんですよ。それとどういう形で学校図書館のサポートセンターというのが結びつくかと

いうこと、ここのところをちょっと考えてほしいと思うんですけど、それについてはどういう

ふうに考えていますか。 
○峯尾生涯スポーツ部参事  まず多摩図書館との比較の関係ですけれども……。 
○細野委員  いや、その話はもういいんです。私の要望だけの話で。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  １点ちょっと言わせてください。八王子のレベルが低いという

ような御発言だったと思いますけれども、私は決してレベルが低いというふうには思っており

ませんので、そのあたりはどういう点をもって低いとか高いとかというのを検討してみたいと

思います。時間を要するかわかりませんけれども。視点が難しいですが、そのへんはまた研究

してみたいと思っております。公共図書館としては八王子市が劣っているというふうには、今

のところ図書館長としては思っておりません。それが１点です。 
○小田原委員長  これから６０過ぎの老齢人口に入る人たちが生涯学習の機会として専門書が必

要になるだろうという観点からは劣っているという言い方だったわけね。市民の図書館利用状

況からいったときには遜色ないというふうに言えるかもしれないけれども、細野委員の観点か

らいうとそういうことだという点で、じゃ、どうかというふうに研究してみてということだと

思うよ。 
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   細野委員が後から２つの質問というか意見を言ったんだけれども、それについてはどうです

か。何かありますか。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  学校図書館サポートセンターですけれども、学校図書館の現状

を見た場合、やはり人がいるということが一番ですので、図書館の専門性ですとか、あるいは

豊富な蔵書等で支援をしていこうということです。まず下のほうの情報基盤に関しては、将来

的には結びつく部分もあるでしょうけれども、ここ３カ年の実施計画書については、直接的な

結びつきは今のところは持っていないという状況です。 
   それから、情報化の推進のほうですけれども、新しい図書館のシステムが１２月で満了いた

しますので、物理的容量がいっぱいという、その容量を大きくしたいということもありますけ

れども、それに関連しまして、図書館は、一方、見方を変えますと、市内最大の情報基盤とい

うことで、これからは積極的に課題解決型の市民に役立つ情報発信をしていこう。ホームペー

ジを活用した中でそうした取り組みを図書館システムの入れ替えを機に取り組んでいこうとい

うものでございます。 
○細野委員  今はどうなっているかわからないけれども、自宅で八王子が持っている蔵書に対し

て検索して、それがどこにあるかとか、今利用可能であるかというのは、既に問い合わせがで

きるようなシステムがつくられているのでしょうか。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  インターネットを通じまして蔵書検索・予約ができるようにな

っております。 
○細野委員  そうすると、この情報化推進事業で、次はどういうレベルのことを考えていらっし

ゃるんですか。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  これまでは市民のニーズに沿って幅広く蔵書を収集して、いっ

てみれば、待ちの姿勢というとおかしいんですけれども、予約していただくのを待ったわけで

すが、今回は、例えば行政支援。例えば地方分権の時代であれば、政策立案に資するようない

ろんな情報を集約して情報発信していく。あるいはビジネス支援ですとか、電子媒体あるいは

紙ベースのもの、もろもろのものを組み合わせて発信していこうというものでございます。 
   ちなみに、先日、そのトレーニングという意味で、団塊の世代の特集を組みまして、かなり

新聞でも取り上げられたわけですけれども、ああいったことをもっと、いわゆるいろいろなコ

ンテンツをつくりまして、図書館として最大の情報基盤として情報発信していこうというもの

でございます。 
○小田原委員長  コンテンツともう一つは、その双方向性ということを言っているわけでしょう。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  はい。当然双方向性のものも組みまして、いわゆるレファレン

スなどを受けたものについては、データベース化して、そこにアクセスをしてもらえば、いつ

でも答えが出るというようなことも考えていくつもりでございます。 
○小田原委員長  それは一方通行？ 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  双方向で答えるような形です。 
○小田原委員長  やりとりできるのね。 
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○峯尾生涯学習スポーツ部参事  はい。 
○細野委員  八王子には２１の大学があるわけですね。そこの図書館の情報システムと少し連動

させたりというようなこと。それから、さっきビジネス支援と言いましたね。恐らくエンジニ

アとかそういう人たちというのは、最新の専門書とかそういうのが結構必要になると思うんで

す。あるいは海外のジャーナルとか。そんなこともビジネス支援として考えていますか。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  今、システム以前としまして、生涯学習センター図書館に、一

応ビジネス関係、外国語関係の図書館という形で位置づけていますけれども、現在はまだビジ

ネス書を置いたりパンフレットを置いたりとか、そのあたりでとどまっていますので、これか

らは商工会議所のほうと連携を図ったり、そんなことも含めての情報発信をしていきたいと思

っております。 
   あと、大学図書館につきましては、今ホームページでリンクできるような形になっておりま

す。ただ、実際に市民の方の利用を見ていますと、大学図書館の利用というのは、年によって 

ヘビーユーザーが一部いる場合がありますけれども、余り利用がないというのが実態です。市

民は必ずしも専門性の高いものを求めているわけではないというのが、経験的にはあるのかと

思っております。 
○小田原委員長  たぶん専門書のほうは大学へ行ったり、あるいは大企業のほうは自分たちで買

っているということですよね。だから、どちらかというと、今のお話のように、峯尾参事が考

えているのは、商工会議所等を通じた受け皿のビジネス支援と。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  企業とかですね。 
○小田原委員長  そういう話だと思います。 
○細野委員  ノウハウ本のようなものですね。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  大学レベルの非常に質の高いサービスということもあるでしょ

うけれども、まずはそういったことも総合的に情報発信していこうと考えています。 
○小田原委員  細野委員が期待しているのは、図書館が持っていない本について、専門的な部分

を求められたら、大学のほうに紹介して、大学のほうからお借りくださいというような仲介み

たいなことはできるかどうか。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  紹介状があれば基本的には全国の図書館どこでも、大学を含め

まして大丈夫ですし、八王子の場合は、正確な数字はあれなんですが、７校８校くらいは既に、

一部有料ですけれども、登録料をお支払いいただければ、貸し出しもしているという状況です。 
○細野委員  それは大学から……。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  以前はこちらからお願いするような形もあったようです。例え

ば創価大学さんですとか、中央大学さんなど。以前は協定書を結ぶというようなことで何年か

前からはやっておりますけれども、それを超えて大学のほうが門戸を開いている、そんな状況

も、八王子では進んでおります。 
○細野委員  最後にもう一ついいですか。地区図書室の分室化について、もう少し詳しく説明し

てほしいんですけど。 
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○峯尾生涯学習スポーツ部参事  八王子は大変市域が広いわけでありまして、その中で図書館と

いうのは、１館の規模は大きいものもありますけれども、北野分室を含めて大きい図書館は５

館しかないわけです。そういう中で市民の読書環境を整えていくには、それぞれの地域に個々

図書館ができれば一番いいんでしょうけれども、財政状況厳しい折には、なかなかそういうふ

うにはいかないという中で、現在１６カ所、地域にコミュニティの文庫活動的なものからスタ

ートした地区図書室というのがございます。ふれあい財団の事業でございますけれども、面積

もそれぞれ異なったり蔵書数も異なりますけれども、そこと連携を図っていくことが一つは重

要なことかと思っています。現在でも、図書館の本の受け取りができるようにメール便を回し

ていたり、インターネットで検索できるような形でパソコンを配置したりしておりますけれど

も、昨年、北野分室が公共図書館化を図ったような形で、一定の拠点となるような分室という

ものを設置していく必要があるのではないかということで、当面、拠点となるようなところを

幾つか選んで分室化していきたいと思います。 
○細野委員  約束を破ってごめんなさい。もう一つ。今、市の市民一人当たりの図書購入額はど

のくらいでしょうか。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  平成１８年度予算ベースで２０１円です。市民一人当たりの資

料費ですよね。 
○細野委員  図書購入費ね。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  はい。資料費の絶対額自体は１億強ございます。ただ、やはり

人口が多いので、一人当たりにしますと２００円ちょっと、２０１円くらいになります。 
○細野委員  ほかの市は？ 例えば多摩とか町田とか。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  平均で４００円とか、そんな数字です。ただ、この２００円と

いうのは極端に低いのかというふうに考えますと、ちなみにちょっと調べてみたんですけれど

も、地方交付税上単位費用で大体２１５円くらいですから、標準的な財政を保障する交付税制

度上で見ますと、極端に低いという数字ではないと思います。 
○小田原委員長  ちなみに一番高いところはどこかというのは比較になっていない？ 
○峯尾生涯スポーツ部参事  ２６市でですか。 
○小田原委員長  ２６市ではない。町村を含めて。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  すみません、今手元に２６市しかないんですけれども、稲城が

例のＰＦＩの図書館をつくっている関係で、平成１８年度の場合は稲城が９５０円というかな

り大きな額を持っていますけれども…… 
○小田原委員長  それは蔵書の？ 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  そうです。市民一人当たりの。 
○小田原委員長  建物を入れないでね。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  そうです。蔵書の資料費です。ただ、その稲城の特別な場合を

除きますと、武蔵野で６８０円くらいです。 
○細野委員  ３倍じゃないですか。 
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○峯尾生涯学習スポーツ部参事  ２６市の中では一番低いです。絶対額では一番大きいんですけ

れども。 
○小田原委員長  大体そこらへんかなという感じではある。 
○細野委員  非常に志が低いと私は思う。 
○小田原委員長  逆に考えるといいかもしれません。市民が自分で金を出して買って本を読んで

いると。 
○細野委員  それは、現実から見ても、私はそうは絶対に思わない。もう少しそれは増額しても

らえないですか。今これは予算の話でしょう。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  今御審議いただいていますのは実施計画でございますので、現

実的には予算の先取りのような、優先的に確保するような、手段のような形で、非常に細かい

修繕なんかも載っていますけれども、本来的には実施計画の作業というのは政策論議をする場

だというふうに思っておりますので、若干の増額ですとか、修繕費を若干増額というのは、本

来は予算編成のときに要求すべき事項かなと思っております。 
○細野委員  ２倍、３倍するなんていうのは、若干ではないんじゃないですか。 
○小田原委員長  総額の問題があるのかな。あるいはパーセントの問題か。予算総額に対して、

細野さんが言っていることでいけば、資料費何円という形ではなくて、パーセントで言えばや

っぱり最低というふうになるのかどうかだな。市民一人当たりというと低くなるけれども。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  一人当たりに直しますと、やはり人口が多いということで低く

なってしまうんです。東京都でも都道府県でいいますと一番ではありませんのでね。たしか滋

賀県とか岐阜県とか、あのあたりが多かったような気もします。ただ、平成１９年度予算を見

ますと１億１，２００万円ほどの資料費で、ちなみに３００万円ほど前年から伸びて、伸び率

が約３％です。市全体の一般財源の伸びが、ちょっと今数字を持っていないんですけれども、

低い伸びであったわけですけれども、それに対しまして３００万円で３％の増額ですので、少

しずつは増額されていると。これから市民ニーズを踏まえて、有効に資料を購入しなければい

けないと思っていますし、回転率ということからしますと高く、かなり真ん中くらいまで上が

っていますので、経営的な指標はいいというふうに受けとめております。 
○小田原委員長  質問の趣旨は、「読書のまち八王子」を標榜している以上は、他市と遜色のない

ような方向で、教育委員会の皆さんは財務当局にお願いしているというふうに伝えていただけ

ればいいと思います。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  今度の予算編成のときにも、一定の増額を求めまして、財務当

局等の理解を求めていく最大の努力をしたいと思います。 
○細野委員  せめて一人当たり４００円くらいにまで持っていってくださいよ。 
○小田原委員長  そうすると大変ですよ。ほかの予算に対して教育が増額されていて、その中の

図書館費が３％なら３％増ということであれば、これを４％にするというのはかなり努力が必

要ですね。 
○細野委員  だから、３％ではなく７％、１０年たって２倍。 
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○小田原委員長  だから、目標をそういうふうに示せばいいんですよ。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  平均ぐらいは目指していければと思います。 
○小田原委員長 何年計画、一挙にできるわけではありませんから、徐々にそういうことになれば

いいと思います。一方で経営努力していますからという話があるわけだから、人件費等かなり

切り詰めた部分があったりしているわけだから、そういうところを示しながら、中身の充実を

お願いしたい、そういう方向でしょうね。 
○細野委員  まちの行政というのは、単なるキャッチフレーズを出せばいいというものではなく

て、その裏づけはとても大事なんですよ。それは市民に対する約束だと思う。 
○小田原委員長  「スポーツのまち八王子」と言って何もしないでいいのかという話、同じよう

に「読書のまち八王子」と言っているから、そこを言っているわけですね。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  言いわけをするつもりではないですが、「読書まち八王子」とい

う中で、必ずしもお金をかけないでやっている部分というのもぜひ評価していただきたいと思

います。通年開館もやっておりますし、平成１７年度を見ますと、開館日数が八王子が一番 26
市の中では、生涯学習センター図書館が一番多いという実績もございます。ちなみに平成１５

年度から「読書のまち」がスタートしていますけれども、スタート前の１４年度と１７年度を

仮に比較いたしますと、その間、人口は１万２，０００人くらいで２％の増えですけれども、

入館者数は１３％くらい増えています。総貸出数も１７％くらい増えていますので、あくまで

も量的指標ですけれども、「読書のまち」の成果があらわれているものと。資料費は先生がおっ

しゃるように低いかもしれませんけれども、その他もろもろのお金のかからない部分でも努力

をしているんだということをぜひ御理解いただきたいと思います。 
○細野委員  私が言っていることと全然違う。それだけのニーズがあるのだったら、ぜひぜひそ

れは……。私もそれは評価しているんですね。そうじゃなくて、じゃ、そういうニーズがある

ならば、施策の重点として、ぜひそれを市当局のほうにアピールして、そういう話ですよ。皆

さんが何もやっていないとか、そういう話をしているわけではないの。 
○小田原委員長  僕が言っているのと同じなんだけれども、１７％増がどうとか、そういう数字

をあわせて、資料費の伸びが３％というのはいかがなものかという迫り方をすべきだという話

なんだよね。財務当局に対して折衝の問題とか、あるいは財政そのものの状況を見ながら、よ

く承知しているから、私たちが言うほど簡単に話を理解してもらうということは難しいことだ

ということはよくわかりますけれども、趣旨はそういうことだから、そういう方向で考えて当

たってほしいということですので、お願いしたいと思います。 
   では、そのほかについて。 
○川上委員  先ほどのことです。レベルということでおっしゃっていらしたので、専門書は大学

とつながっているんだということは、先ほどの講堂に何か備蓄をするとかそういうことと同じ

ようで、八王子市立の公立図書館にそのものがなくても、八王子の中にある、学園都市として

ある大学にあるんだということは、一つの財産として共有できるのではないかというふうに思

ったんです。レベル云々に関しては、大学を支援する課も八王子市役所の中にあるわけですか
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ら、そこのところも見ていいんじゃないですか。 
   それから、蔵書数のことが出ました。市制が古いですね。ここも去年９０周年でしたから。

若いところは、これから揃えるためにということで、ある程度の蔵書資料費ということでのパ

ーセンテージが上がっているのか。蔵書数と資料費との関係も見て考えて、それはもちろん多

いほうがよいですから、「読書のまち八王子」を標榜するならばということでの裏づけをなさっ

たらいいかなということは、それは当然思います。 
   ちなみに、先々週の土曜日でしたか、八王子は「音楽のまち八王子」なんだそうですね。私

は初めて聞きました。「音楽のまち八王子」と産経新聞の十何日付に載っていましたよ。今、何

とかのまちというのがいろいろ出ていましたものですから、新しい情報として。いつ決まった

んですかと聞いたら、昨年の１１月という答えが来ましたので、私としては非常にびっくりい

たしました。これは余分なことでした。 
○小田原委員長  そこは、だれかがそういうふうに言ったかもしれないね。 
○川上委員  「音楽のまち八王子」だから、タウンミーティングの最初に音楽会をするんだとい

うことで、純心女子大が急遽頼まれてやりましたので。産経新聞に出ていました。これは余計

なことですが。 
○小田原委員長  図書館関係はいかがですか。 
○齋藤委員  「読書のまち八王子」のスタートの時は、私も当時中 P連の会長として同じような
質問をしたんですね。何々のまち、「読書のまち」と名乗るならば、「読書のまち八王子」がオ

ンリーなのか、いろいろたくさんある「何とかのまち」の中の一部なのか、そこをはっきりし

てくれという話を私も聞いた覚えがあります。とにかく読書を押すんだとあの時言ってました

よね。それでとにかく頑張って進めているのだと私は信じています。  
   その中で質問させていただきたいんですけれども、しつこいようですけれども、４月１１日

の第１回定例会のときに、学校教育部長のほうから、市議会議員から出た質問が羅列されまし

た。そのときに、いわゆる学校司書の問題が出ましたね。それは、専任の司書を置いてくださ

いという要望だったのではないかと言って――今の学校には専任の司書はいませんね。兼任の

教員がいる。そのことを発言したら、小田原先生が、それはわかるけれども、司書を置くのだ

ったら、もっと大切なことがたくさんあるのではないかというような発言をなさった。私は、

でも、さっきの話にかかわるんですが、「読書のまち八王子」のときから考えても、専任の司書

の必要性は最初から感じてはいるんですね。 
   そんな中でこれを読んだときに「おっ」と思ったんですが、３番目にはっきりとその必要性

のところで、学校図書館サポートセンターのところに文面で、上から４行目から、「現状では図

書館に本と子どもを結びつける人がいないため」と明記しているわけですね。「……その機会を

果たしにくい。そこで、子どもと本を結びつけるノウハウも持つ公共図書館が、各学校図書館

の充実に向けて、人材と資料面で支援する」と明記していて、それで左のほうの重要内容のと

ころの上から２行目から書いてあるわけですが「全市立小中学校に学校図書館運営スタッフを

配置し」とあるわけですね。ここの極めて具体的なことを私は知りたいんですよ。これを読ん
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だときに、これは一体どういう人をどういうふうに送り込むつもりで新規としているのかなと、

すごく聞きたいと思います。 
○小田原委員長  それは去年の補正で出したときに説明があった。それで、新規だからことしは

だめだというふうに落とされちゃったから、だから今回は初めからこうやって出したというこ

とです。 
○齋藤委員  すみません。じゃ、私の聞き方もいけないし、落としもあるのかもしれないですが、

再度そのあたりを、簡単にで結構です。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  運営スタッフの中身ですけれども、一つは、図書館での経験を

持つ司書を派遣したいと思っています。もう一つは、人材バンク等に登録した地域のスタッフ

といいますか、ボランティアの方々を養成したり育成していくということ。図書館からの派遣

の司書と地域のボランティア、その中でも恐らく司書経験のある人がいらっしゃると思います

けれども、そうした人と組み合わせてコーディネートしていきたいということです。 
   ただ、司書を毎日派遣する場合と週１回とか２回の場合では当然異なってきます。週１回各

校に派遣するだけでも、年間のランニングコストはおよそ１億円かかりますので、それはどの

程度予算が許されるかということです。とりあえずは実施計画上の平成１９・２０年度につい

ては、数校選定しまして、週に１回程度派遣をしてみるというふうに考えております。 
○齋藤委員  では、確認ですけれども、ゆくゆくはどっちになっていくかわからないけれども、

とりあえずモデル的に専任の司書を送り込もうという話ですね。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  数校を一人でかけ持つような形を考えています。 
○小田原委員長  誤解ないようにしてほしいんだけど、すべての学校にやがて一人ずつ置いてい

くというふうに齋藤さんは受け取っちゃうから、そういうことはしませんと言ってほしいわけ。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  理想とすればいるにこしたはないのでしょうけれども…… 
○小田原委員長  そこが違うって……。 
○峯尾生涯学習スポーツ部参事  費用の面も考えなければいけませんので、数校を一人が持つと。

そうしますと週１回程度の訪問になりますけれども、その間は地域の方々、地域ぐるみといい

ますか、ボランティアの方々で支えていただこうというふうに、図書館サイドでは思っており

ます。 
○齋藤委員  ここでモデル的に数校にそういう方が行くのであったら、将来的に全校に行くとい

うふうにパッと私も結論にしますよ。そうは思っていませんが、どっちになるか、そのための

モデルだと思っているんですよ。 
○小田原委員長  そうじゃないんですよ。そう受け取られると困ると思うんです。 
○齋藤委員  ゆくゆくこれは必要だというふうになっていくのか、もしかしたら必要なのかもし

れないけれども、予算がなかなかつかないから無理なのか、必要ないのかというのを、そのた

めに、まずとにかく送り込むんだというふうに私は理解しているんですが、そうではないんで

すか。 
○小田原委員長  これは考え方だと思うんですよ。今、大学の図書館の話があったけれども、大
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学の図書館に限らず、先生方の研究室を含めての蔵書と、八王子市の学校図書館は今地域に開

いていないわけですよ。ところが、この学校図書館の本だって市の税金で買っているわけです

から、これは市民のものということで、子どもたち、先生たちに貸すだけではなくて、子ども

かちが読むと同時に市民にも開放すべきだというふうに考えたっていいわけ。そのときに、学

校司書という形ではなくて、学校図書館サポートセンターの人材を配置する。しかもそこにボ

ランティアの指導としても入っていく。だから、司書を配置しなくたって、ほかの人たちでま

かなえる部分だと考えていいのよ。だから、この「人」のところは「教員以外の人がいない」

というふうに限定してほしいわけ。そういう人をどうやって確保するかということは、司書と

いうふうに齋藤さんのように受け取られることのないようにしてほしい。 
○細野委員  僕もそれにつけ加えたいんだけれども、市民サービスというときに、「人」というも

のを張りつけることが市民サービスの向上になるのか。それとも物という形にするのか、ある

いは、いろいろ融通することによって費用をかけないようにして効果が上がるようにするのか、

一番賢いのは何か考えなければいけない。人を張りつけるというのは、一番コストがかかるこ

とですよね。そうすると、それに見合う効果を出さなければいけない。そうしたら、じゃ、そ

れをかけるのではなくて、どういう形の融通ができるかというところをまず考えることが非常

に必要だと思うんですよ。だから、確かに司書機能的なものが必要なんだけど、それを張りつ

ける必要があるのか。昔みたいに必置みたいなことをやるべきなのか、そうじゃないのか、そ

このところをやっぱり考えなければいけない。人というのは一番コストがかかるんですよ。 
○小田原委員長  しかも固有の採用といったときに、非常に危険なことだと僕は思います。 
○齋藤委員  両先生の言われることも踏まえたうえで、とりあえずそのためにモデルとしてスタ

ートするんじゃないんですか。もう答えが出ているのではなくて、私のイメージですと、今言

われていることもわかるんですが、ただ私は、価値観の違いというのもあるかもしれませんが、

各学校に専門の司書がつくことによって、学校の図書館が非常にいいほうに変わるというふう

に思っているんですよ。だから、私は、できるならば、すべての学校に専任の司書がいること

がベストだと思っています。ただ、もちろん、それよりもっと大切なものがあるんだというこ

とを言えば、それはあるのだと思います。それだけの金があるのだったらほかにやることがあ

るだろうと言われれば、何も言えなくなるんですけれども、ただ、本当に有余る予算があって

必要か必要じゃないかといったら、絶対に必要ですよ。だから、それがどちらにどれだけにな

っているか。これをモデルの何校かのところにやることによって、どれだけの、確かにこれは

司書が行っただけの価値があるのかどうか。それを見るためのものだと言っても、私は将来的

なものが、私の思っているほうにいく可能性はあるというふうに思いたいですけど、それは思

ってはいけないんですか。 
○小田原委員長  固定しないで…… 
○齋藤委員  固定はしないですけど。 
○小田原委員長  固定している言い方に聞こえるから、だから、そうじゃありませんよ。さまざ

まな選択肢の一つですよということなんです。 
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○齋藤委員  では訂正しますが、固定はしてないです。ただ、いろんな選択肢の中の一つとして、

これがすばらしいものであれば、広がっていく可能性があるだろうなという期待は持っていま

す。 
○小田原委員長  それはよろしいでしょうね。 
○石垣学校教育部長  この要求一覧表がございますけれども、これを学校教育部のほうではなく

て生涯学習のほうに入れたということの中で、この施策についてぜひ御理解いただきたいなと

思っております。齋藤委員の気持ちという部分は私も理解しておりますけれども、理解する、

しないではなくて、制度としてこういう形でやりたいということで、今回この中に入れさせて

もらった部分です。それは、学校の図書館が学校図書館としてどう充実させるかという一つの

視点もございますけれども、今回、この学校図書館サポートセンターという話の中では、学校

図書の重要性というのは理解しながらも、一番最後のところに書いてございますけれども、長

期的には市内全学校の蔵書の共有化、有効活用を図るということで、図書館全体の資源として、

学校も利用していこうということです。 
ですから、学校の中で今一番の問題は、先ほどお話があったような部分でございますけれど

も、それをどうこうするということではなくて、現在、地域の人たちの協力をいただいて、図

書館指導員が入ってやっていただいているわけですね。そこに図書館が介在して、図書館運営

スタッフというものを図書館のほうで予算計上して、幾つかのブロックの中の図書館にそうい

う指導員が入るという形で充実させながら、学校図書を地域あるいは市全体の共有財産として

共有していただくということでございますので、そういう観点からの提案だということで御理

解いただきたいと思います。 
○小田原委員長  価値観の問題になると話はまた別になると思うんですね。例えば球技でボール

が一番死んでいるという言い方をするとデッドボールになっちゃうんだけれども、動いている

ボールが少ないのは野球ね。ほとんど数％。バレーとかバスケットとかサッカーなんていうの

はしょっちゅう動いているわけですよ。生きているわけです。図書館というのは、どちらかと

いったら野球に近いわけ。それが価値観の話になるから、野球を好きな人口というのはものす

ごく多いわけですよ。バレーなんていうのはそれこそ数パーセントになっているわけね。そう

いうことの話になっちゃうから、あまり価値観とか何とかではなくて、市民とか子どもたちと

いう観点で話をしたほうがいいと思います。 
   そのほか、図書館一般について。では、図書館以外のところで、生涯学習スポーツ部の部分

でいかがですか。 
○齋藤委員  ちょっと興味があったものですからお伺いさせていただきたいんですが、２１番の

郷土資料井上コレクションの購入というところなんですが、よろしいですか。 
   実はなぜこれに興味があるかというと、井上郷太郎先生のすぐ近所に住んでいまして、私は

小さいころからよく知っていて、御厄介になった方なんですよ。井上先生と一緒にお酒を飲ん

だこともありますし、個人的にもいろんなお話を聞いたことがあるんですが、八王子市にみん

な寄附したんだよねというようなことを当時からよくおっしゃっていたんですよ。それで、井
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上コレクションが八王子の資料館にたくさんあるのも知っているんですが、今回、２１番で資

料を購入するということで、井上先生はもうお亡くなりになられて今八王子市にいらっしゃら

ないと思うんですが、これは購入しなければならないんですか。どういうものがどう残ってい

て、どなたから購入するのかというのが、非常に「あれ？」と思ったんですよ。よく知ってい

るだけに。 
○渡辺文化財課長  以前に井上コレクションを１，０００点ほど八王子のほうに寄贈されたんで

すが、まだ残ってございまして、遺族の方がここで処分したいというようなお話がございまし

た。郷土資料館ができる契機になったものであるとすれば、八王子市が何らかの形で購入すれ

ばよろしいのではないかということで、このようにさせていただいたということです。 
○小田原委員長  齋藤さんが話をすれば、ぜひ寄附してくださいといえば、一緒に酒を飲んだり

して。そういうわけにはいかないの。  
○齋藤委員  一応聞いてみます。何で購入なのかなと思ったんですよ。寄贈してくれればいいの

になと思って。 
○小田原委員長  でも、それは難しい話だよね。 
○齋藤委員  どのくらいの費用なのか。それは結構ですけれども、やはりお金がかかることです

からね。というふうにちょっと思ったものですから。 
○小田原委員長  そのほかには……。 
○細野委員  １８番の八王子城跡保存整備事業は、市長部局の産業振興とか観光振興とか、そう

いう部署はあるだろうけれども、それとの連携はどういうふうになっていますか。 
○渡辺文化財課長  実施計画の中で、当然そういった部分についても検討していかなければいけ

ないことでございます。ただし、２０年度につきましては、最終的には補助金で国の補助を受

けながらという形になりますけれども、市単独で行わなければならない部分とか、そのへんの

ところを先にやろうということで、ここに載せさせていただいたところです。 
○細野委員  だから、市単独事業にしたときに、ほかの部局とどういう連携をとっているかとい

う話をしてほしいの。 
○小田原委員長  この間、八王子城跡保存整備計画が出ましたよね。その中に、教育委員会以外

に、市長部局とかそういうようなところが参加していましたか。都市計画の部分とか。そうい

う質問。 
○渡辺文化財課長  ガイドボランティアが…… 
○小田原委員長  そういうことを聞いているんじゃないの。 
○菊谷生涯学習スポーツ部長  細野委員がおっしゃっているのは、この文化財の活用というよう

な視点で観光とどう結びつけるかという御質問かと思います。 
   これにつきましては、八王子城跡も、貴重な史跡でございますし、今は文化財課が中心でや

っておりますけれども、昨年も実は観光パンフレットを観光課のほうで作成して、情報交換し

ながら、この保存、そして活用ということを進めております。 
   それから、これからの話になりますけれども、高尾山のふもとの旧博物館、そこにこれから
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整備計画も立てるわけですが、そこも観光課、まちづくり計画、あるいは生涯学習、そういっ

たところが中心になって、文化財の活用と観光をどういうふうに融合させていくかということ

で、庁内的に議論したというところでございます。 
○細野委員  もう一つ。そこまでやっているのだったら、例えば観光のルートマップの中に、こ

れをどういうふうに位置づけるとか、整備事業の中に、観光ルートをどうするかとか、そのあ

たりはどういうふうに位置づけているのか。そのあたりの話をちょっと聞きたいんですけど。 
○小田原委員長  補足すると、前回、川上委員もお話しされていたんだけれども、もっと広げて

いろいろ考えてはいかがかということを言ったわけよ。ところが、この必要性のところで「活

用が期待できる」でとまっちゃっていた。前回、その活用のところを言えといったわけよ。い

ろいろ考えられるんじゃないのと言ったわけです。そこから入っているんです。、そういう話で

す。だから、文化財課長じゃなくて生涯学習総務課長に聞けばよかったんだな。科学博物館と

同じように、市長部局と一緒に進めていくんだという話が必要になってくるわけよ。 
○細野委員  だから、郷土資料館とかも全部、ルートマップの中に入れておいて、どういう形で

観光メニューみたいなものがつくれるのかとか、そんなことを少し考えてほしいなと。 
○小田原委員長  そうすると、齋藤さんが言っている、こども科学館だって、もっと何かと結び

つけて、ここに人を集めて行うことができるかと。だから、そこらへんがブツブツに切れちゃ

っているんだよね。こんなことをやっていると、そのうち生涯学習スポーツ部は市長部局にい

っちゃうよ。 
○菊谷生涯学習スポーツ部長  これは実施計画の中での事業ということですので、課長からも答

弁申し上げましたが、縦割りということもあるんですが、国庫補助ということになりますと、

あそこを整備するのは、どうしても文科省、文化庁の流れになるわけですね。そういう中で私

どもとしては、先ほどの整備計画をつくったところでございますし、また、もう少し広げて、

農水省あたりの補助も視野には入れてございます。ただ、事業としては、委員長、細野委員御

指摘のとおり、文化財課単独でやるという時代ではないというふうに思います。これをいかに

市民の皆様の生活あるいは観光という中で活用していくかということは、当然大切なことです

ので、私どもとしても単独でやろうという考え方はございません。 
   昨年も委員会のほうに御報告しておりますけれども、夏の時期には観光バスも通れるような

形に駐車場の整備をしてございますし、今年度は多くの見学者もいらっしゃっていますので、

曳橋の整備は平成１９年度でやりますし、トイレの水洗化、そういう施設整備を含めて、市民

の方が来やすい施設にしてございますし、今ルートマップというお話がございましたが、それ

に美術館、こども科学館、郷土資料館というようなものも作成して、市民の方にごらんいただ

いている。今そういう努力はしていますけれども、なかなか見えてこないのかなというふうに

思います。 
○小田原委員長  深大寺城が発掘されている関係があるけれども、あれが強力なライバルになる

のか。深大寺城から１５世紀あたりの遺跡が出てきているんですよ。これは天守閣なんかでは

なくて陣跡だというふうに言われているんだけれども。あるいはこっちと結びつけて、それこ
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そ八王子に、どこかと結びつけたマップをつくるとかいう話でも構わないんですよ。 
   細野委員が言っている話は、もっと広げた話というと怒られるかもしれないけれども、幅広

い立場からこの八王子城を取り上げて、一つの目玉にしていくという観点から考えてほしいと

いうように考えております。 
○細野委員  特に圏央道なんかが開通すると、結構商圏が広がるはずなんですね。整備事業だっ

て、道路との関係も当然出てくるはずです。そんなことも考えてほしいと思います。以上です。 
○小田原委員長  高尾自然科学博物館と同じように扱いたいという話になるだろうと思います。 
   そのほか、いかがですか。 
○齋藤委員  ちょっと提案というか、来年度からの３年間、こんなことをやっていこうという話

を今していると思うんですけれども、ここに書かれていないこと以外でも何か、こういうチャ

ンスはなかなかないと思うんですけれども、こんな夢があるんだとか、こんなことはできない

だろうかという発言というのは、この場ですか、また別なときですか。 
○小田原委員長  どうでしょう。遅れないためにも、ここでやったほうがいいですかね。別なと

きにしますか。 
○穂坂学校教育部主幹  そうですね。この３カ年の中で具現化していきたいということであれば、

ここでおっしゃっていただいたほうがよりいいかなとは思いますけれども。 
○齋藤委員  この３年というのに区切ったわけではなく、教育委員になったときからいろいろ思

っていたことがあるんですけれども、なかなか発言する時間がなかったというか、間がなかっ

たというようなところなんです。 
○小田原委員長  とりあえず出しておいたほうが…… 
○齋藤委員  笑われるのを覚悟で言わせていただきますと、教育委員会のここで提案していいか

どうかわからないんですけれども、いろんなことを考えるんですけれども、八王子のＪＲの北

口あたりにもマルベリーブリッジができ上がって、あのあたり、私も夜いろいろと仕事なんか

もあったりして帰ってきますと、ストリートミュージシャンがたくさん歌を歌っていますね。

今、町田だとか立川あたりでも、どこでも出ていますけれども。ただ、中には大変レベルが高

いというか、すごいなというのをたまに耳にすることもあるんですね。たまに思うんですけれ

ども、どこの国だったかぱっとでなくて申しわけありませんが、前にテレビか何かで、地下鉄

をつないでいる通路で演奏する演奏者は、国がちゃんとコンテストをして、そこで認定を受け

た者だけが演奏できるみたいな、ストリートミュージシャンはそういうので演奏しているんで

すよ。それを認定することによって、すごくステータスになっているというような、ああいう

ものを、若者たちを元気づけるというかバックアップする、また町おこしにもなるし、何か若

者たちをバックアップするようなもので、教育委員会がああいう若者たちを一斉に集めて行う

ような音楽会みたいなものは開けませんでしょうか、具体的なものとして。 
   それで、どこでそれをやるかといったらば、それこそそこにも出てくるような城址でも広場

でもいいですし、ＪＲの駅前でも、年に１回くらい若者たちのコンテストみたいなものをやり

ながら元気づけていく。それがステータスになっていって、マナーも覚えさせていくというか、
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そんな遅くまではやらない、必ず月に１回くらい規定された時間にやって、ぱっと終わってき

れいにしていく。教育委員会が主体になって、そういうような形で八王子のまちをＰＲしてい

くことはできませんかね。 
○米山生涯学習総務課長  教育委員会としてどういう位置づけをしていくかという一つの問題だ

とは感じています。だから、これから検討していきますけれども、一つは、文化・音楽関係は、

縦割りなんですけれども、市長部局の学園都市文化課というのがございます。そこでそういっ

た発表の場の施設もありますし、全部持っている。ノウハウも向こうで持っている。そうした

ら、このようなものをやるとき、教育委員会として、どんな目的でそれを集めて、教育がどう

評価してどうするかという位置づけをきちっとしないと、申しわけないですけど、ただできま

すよという判断は、今ちょっと即答いたしかねます。 
   ただ、これについては、実はふれあい財団などでそういうのができないかとか、あと学生委

員会のほうでそういうのは結構議論に出ているんですね。例えば成人式のときにも出たんです

よ。実はこういうのを集めて成人式で発表会ができないかとか、あとは今回の社会を明るくす

る運動実施委員会のときにも、こういう人たちを集めてできないかとか、市民の間でもそうい

う活動というのはかなり浸透してきていますので、それをどこでどういう形でやるかというの

は、今後の課題だと思います。 
○齋藤委員  確かに教育委員会がこういうことを行うべきかどうか、課の問題は当然あるという

ことは承知しながら言っているつもりなんです。ただ、一つ、教育委員会というイメージ、ど

うしてもやっぱりちょっと堅苦しいイメージから、相互理解というか、こういうこともバック

アップしていくんだよという意味でのいいＰＲになるような気がするんですけどね。高校生や

大学生、大学もたくさんありますから、そういうところをバックアップしていくという面では、

教育委員会がやることに私は意義があるような気がしているんです。 
○小田原委員長  今の教育委員会だとこういうことも出てくるのか、あるいは将来的には教育で

はないところで考えるべき問題なのか、そんな感じがしますけどね。しつけの話が出たけれど

も、しつけ、家庭教育というものについては今まで取り上げていないから考える話はあるかも

しれない。その一つとして考えることはあるかもしれませんね。それはどこだ、指導室で考え

るのかな。しつけ、家庭教育に絡めて家庭教育。市民のマナーをどういうふうに考えるかと広

げていくと、こういう話になる。あとは「音楽のまち八王子」。 
○米山生涯学習総務課長  実際に具体的な事業はともかくとして、例えば子ども施策、あるいは

生涯学習を進める、そういうときに文化の関係で進める場合には、行政一所管で難しい中では、

必ず庁内の関係所管で検討会をして、それぞれ役割分担をして、じゃ、この事業はどこでやる

かという形で落とし込んでいるんですね。ですから、このアイデアはどこが落とし込んだら一

番いいのかというのはちょっと当たってみますけれども、たぶん文化振興計画の中に入ってい

るような内容かなと思っていますので、そこの所管とちょっと調整して、あと２年後、３年後

に、例えば学園都市文化課でやったほうがいいのか、そういうところでできるのか、ちょっと

可能性は探ってみたいと思います。そういう位置づけが必要なのかなとは思っています。かな
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り金銭的な部分もかかると思いますので。 
○細野委員  八王子の学生委員会は結構活発でしょう。いろいろやっているんですよ。そこの中

で、ストリートパフォーマーみたいなものにどうやって取り込むかというのは、彼らに少し任

せてもいいのかもしれませんね。それを教育委員会のほうでも少しバックアップするとか、い

ろいろ考えてほしいね。あと、東京多摩音楽祭というのをことしから始めたんだけれども、最

終的には東京多摩芸術祭にもっていこうかなと思っているんですね。だから、まとめて地域全

体でやっていくということも考えられると思います。一教育委員会でどこまでできるかという

のはありますけどね。 
○小田原委員長  高校のブラスバンドなんかは、市民会館でやっているんだね。２３校集まって

いて、あれは教育委員会は関係ないんですけれども、自分たちでやっているんですよ。だから、

そういうようなことを今のさまざまな形で投げてというのが一つの方向かな。 
○齋藤委員  ありがとうございます。こういうチャンスを与えていただいて、貴重な時間にすみ

ませんでしたけれども、あまりこういう夢みたいなことを語れる時間がなかったので。どうし

ても来年度からどうこうだとか言っているのではないんですけれども、行く行くこういう柔軟

性なところを取り入れていきながら、何か教育委員会の元気なところというか、ＰＲもしてい

きながら、八王子のまちおこしになっていけばいいなと思っているんです。そういうものの一

端を教育委員会が担ってもいいのかなという、そんな意味で発言させていただいたので。 
○小田原委員長  実益も兼ねてというのもあったんだね。 
○齋藤委員  はい。それはそれで、全く考えておりませんでしたが……。   
○小田原委員長  ほかにいかがですか。 
○細野委員  一言。せっかく３年間だから、短期的というのは短期的なんだけれども、年度をま

たいでいくわけだから、少し構造的にがちっと、長期も踏まえた形でつくってほしいなと思い

ます。どことどこがもっと部局的に連携できるかなんていうことも考えてほしいと思っていま

す。だから、もう少し細切れになってもいいような感じもしました。こんなに細かくするのは、

すごく御苦労ですよね。大まかでいいかもしれないと私は思いました。 
○小田原委員長  確定時ごとの計画書は出るんだっけ。 
○穂坂学校教育部主幹  出ます。 
○小田原委員長  その中に、先生のお話の横断的な部分、どこが絡むとか、構造的な取り組みは

がっちりと構造的に示すというが工夫できたら、ちょっとやってみてくれる。３年でどうだっ

たというだけではなくてね。時間がかかる話かもしれませんけれども、資料も横断的にという

話はしていますから。 
○穂坂学校教育部主幹  はい。 
○小田原委員長  では、お諮りいたします。ただいま説明がありました件につきましては、この

協議を踏まえて以後進めていっていただくということでよろしゅうございますか。 
（異議なしの声あり） 

○小田原委員長  では、そのように進めていただきたいと思います。 
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○小田原委員長  続いて、報告事項となります。教育総務課から順次お願いいたします。 

○天野教育総務課長  それでは、学校における受傷事故に係る損害賠償の和解についてでござい

ます。御説明いたします。 

平成１６年１月に陶鎔小学校で発生しました事故につきまして、加害児童の保護者、被害児

童の保護者と話し合いを続けてきました。そこで、ここで損害賠償の和解について合意いたし

ましたので、御報告いたします。 

詳細につきましては、担当の山本主査から説明いたします。 

○小田原委員長  これは個人情報だけれども構わないの？ 

○天野教育総務課長  はい。議案のほうにこの名前等が載っておりますので。 

○山本教育総務課主査  まず、事件の概要ですが、平成１６年１月２０日に、陶鎔小学校の掃除

の時間に発生いたしました。被害児童、加害児童ともに当時２年生でした。加害児童が被害児

童の背中を押したために被害児童が顔面から床に倒れ、前歯１本が折れてしまうという被害 

を受けました。被害児童が成育期にありましたので、歯の根っこの完成を待ちまして差し歯を

入れていくこととしていましたが、治療が終わりましたので、ここで示談としたものでござい

ます。 

   この事件は、学校管理下の清掃活動で発生したこと、それと、加害児童が当時８歳という年

齢を考慮しまして、損害賠償額の９割を市が負担することとして、７４万３３６円を支払うこ

ととしました。 

損害賠償額の決定、和解につきましては、地方自治法の９６条により、本来は市議会で決定

することですが、１００万円以下の案件につきましては、市議会から市長に委任されています

ので、本案件につきましては、委任を受けている範囲内での金額でしたので、５月１８日に和

解するとしました。なお、市議会には、５月３０日の文教経済委員会で報告いたします。 

説明は以上でございます。 

○小田原委員長  説明は終わりました。本件について御質疑ございませんか。 

これを各学校にきちんと説明して、こういうことを未然に防ぐようにお願いしたいですね。 

次に、スポーツ振興課から御報告願います。 

○遠藤スポーツ振興課長  それでは、八王子市校庭夜間開放実施要綱の一部改正について御説明

申し上げます。 

説明は橋本主査からいたします。よろしくお願いします。 

○橋本スポーツ振興課主査  では、説明させていただきます。 

お手元に配付の資料をごらんいただきたいと思いますけれども、１番の「改正の内容及び理

由」ということで、（１）改正の内容でございますが、八王子市校庭夜間開放事業は、これまで

勤労者及び大学生――大学生と書いてありますが、大学生、専門学校、短大生等とお読みくだ

さい――で構成するスポーツ団体を対象としていましたが、ここで新たに高校生以下の団体で
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あっても、一定の条件を満たした場合には対象とすることとするということ。一定の条件とい

うのは、責任者が成人であること、利用に際しても成人の責任者が必ずいることということで

ございます。 

（２）改正の理由ですが、まず最初、基本的な考え方といたしまして、スポーツ振興基本計

画に則り、市民のスポーツへの参加機会を拡充するということです。それから２番目に、高校

生以下の団体を指導する市民から要望が寄せられているということ。それから、市内の他の施

設との整合を図る。４番目に、他市の例でも年齢制限は設けられていないということです。 

実施時期ですけれども、夏休みの使用を視野に入れまして、平成１９年７月１５日からとい

うこと。 

その他、これに伴いまして要綱の改正が必要になりますので、要綱の改正について新旧対照

表をお手元に配付してございます。 

新旧対照項目表のほうをごらんいただきたいんですが、まず改正の一番上ですが、下線が引

いてある部分が改正内容です。左側が改正した内容、右が改正前の内容ということです。 

まず第１条におきまして、勤労者のスポーツの振興からスポーツ参加機会の拡充事業へ事業

を転換しますということで、第１条の中で「勤労者」という文字を削除いたしました。古い要

綱では「勤労者等を主体とした」という文言がありますが、これを取ってあります。 

次に第７条ですけれども、第７条では、今まで「１８以上の者」という形になっておりまし

たが、登録できる団体といたしまして、そこの年齢制限を破棄しております。 

それから第８条のところで、その対象者を明らかにいたしました。今までは「学生登録」と

いうことで「就学している者が団体登録人員数の半数を超える場合」としておりましたが、そ

このところに高校生以下を明記する。そして第２項といたしまして、代表者が成人であること、

それから、必ず代表者が立ち会うことという条件を付加しております。 

次に第１２条では、団体の抽選について規定してございます。そもそもが勤労者のための開

放ということでスタートしておりますので、その趣旨は生かしまして、まず最初に勤労者が抽

選して、その残ったところを学生団体が抽選するという形、その考え方の趣旨を踏襲した整理

でございます。 

次に第１８条ですが、今まで明記されていなかったもので、規定整備といたしまして、営利

を目的としていると認められる場合には使用は承認しませんという条文を加えております。 

最後に第２５条ですが、年齢の低い小学生も使うことがあるということで、一応、安全確保

のための条項として、「構成員の送迎については保護者が責任を持って行うことを代表者が徹底

すること」という、（１１）に安全確保に関する規定を加えてございます。 

以上でございます。 

○小田原委員長  説明は終わりました。何か御質疑ございますか。 

○細野委員  さっきの損害賠償の和解についても関連すると思いますが、一定の条件の中に「責

任者が成人であり、利用に際しても成人の責任者が必ずいること等」と書いてありますけれど

も、その「等」の中にこれを入れてほしいんですよ。要するに、損害賠償の件。これは第２３
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条、２４条だと思うんだけれども、要するに、何かあったときには「速やかに……教育委員会

及び運営委員会に連絡し、その賠償をしなければならない」というのは大事だと同時に、２４

条は特にそうなんですけれども、「使用団体はスポーツ安全協会等の傷害保険に必ず加入するこ

と」とあるでしょう。その加入しているというやつを文書で出してほしいと思います。それで、

貸し出しのほうには一切責任がないよと。それをこの「一定の条件」中に付加してほしい。 

○小田原委員長  これは報告だから、もう決まっちゃったのか、どういうことですか。 

○橋本スポーツ振興課主査  ここで御審議いただいて、直せるものがあれば直します。 

○小田原委員長  だけど、一部改正についての報告でしょう。 

○橋本スポーツ振興課主査  教育委員会のほうから教育長に、学校の目的外使用についてという

ことで事務委任がされておりますので、教育長の権限ということなんですけれども、今までの

やり方を変えるものなので、一応こういうふうにしてよろしいでしょうかと…… 

○小田原委員長  それは報告ではなくて協議じゃないの？ 教育総務課、どうですか。 

○天野教育総務課長  これは報告ということですから、ここで決められたことを報告申し上げる。

ですから、ここで御意見等があれば、そこを踏まえて、また次回等で今後そこを改正するとい

うような形は可能だと思います。 

○細野委員  いやいや、法律の改正は言ってない。この「一定の条件」のところにそれを加して

ほしいというわけ。さっきの話では、高校生以下までやるわけでしょう。そうすると成人がつ

いてくる、それはいい。責任を成人にとってもらう、それはいい。ただし、じゃ、これと同じ

ような形で、どこかで歯を折ったと。そのときの損害賠償どうのこうの、この板が悪かったん

だとか言うときがあるわけですよ。そうすると、治療費が１３万円で、文書料とか慰謝料で五

十何万取られる、こういうことが起こってはいけないと。そうすると、この一定の条件の中に、

損害保険に入っていますよという証書を提出することということを入れてほしいという私の要

望だけですよ。 

○小田原委員長  だから、これは報告じゃないと思うんだな。変更してこういうふうにしようと

いうことを私たちに言うわけだから、施行が９月１日でしょう。だから、教育長決裁で決めた

話を報告するのだったら、変えられませんという話ですから、わかりますよ。そうではなくて、

こういうふうに変えたいという話なんだから、それだったらこういうふうにしてほしいという

要請があるわけだから、そういうふうに変えるというのは、次回を待たなければいけないんで

すか。変える話で言えば、１０名なんて限らなくたっていいじゃないかとか、９名だったらだ

めだとかなんてないんじゃないかとか、いろいろあるんですよね。 

○細野委員  「一定の条件」というのは、細則でこれをもらっているんですか。 

○遠藤スポーツ振興課長  いや、これは要綱でございます。 

○細野委員  その要綱の中に、「一定の条件」はどこに入れているの？ 

○遠藤スポーツ振興課長  「一定の条件」といいますのは、今申し上げました、例えば８条の２

番ですね。「……成人であり、使用の場合には必ず立ち会える団体に限る」と、そのようになっ

ております。 
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○細野委員  そうすると、逆にいうと、第２４条に「傷害保険に必ず加入するものとする」と書

いてあるじゃない。じゃ、それに対して、加入したんだよということを皆さんが承認するとき

にどういう形で確認するのかという、その一文がここにないでしょう。それは要らないのかな

ということになる。 

○遠藤スポーツ振興課長  損害賠償と傷害保険につきましては、傷害保険でございますので、御

本人がけがをしたときとか、そういう部分に限る保険であるというふうに思うんですけれども。 

○細野委員  だから、第２４条がこのままだと、さっきのケースみたいなことが絶対起こらない

のかどうなのかという関連で私は聞いているわけです。 

○小田原委員長  さっきのところでも、終わった話として聞かなかったけれども、さっきの陶鎔

小の場合には、学校保険管理センターの何とかいう支払いはしているのかしてないないのかと

いう話があるんですよ。それでその治療費を取るわけでしょう。学校で起こった事故について

は、学校健康センターからその保険が出るわけですよ。同じことが今回のところで、学校を使

うわけだから、施設の責任者、管理外なんだけれども、施設の問題としてその管理責任を市が

問われるようなことが起こり得るわけですよ。そのときにはどうするかということの担保をと

っておきたいというのが細野委員の意見だから、そういうことを考えなくていいのか。質問で

はなくて、入れてほしいという要請があるわけです。 

○遠藤スポーツ振興課長  その件につきましては、次回再提案するなりの方法を考えたいと思い

ます。 

○小田原委員長  提案でいいの。 報告じゃなくて、協議にして、提案して教育長決裁をすると

いう話にしたほうがいいんじゃないの。 そこをちょっと教育総務課と相談してください。 

○遠藤スポーツ振興課長  はい、教育総務課のほうと相談いたします。 

○小田原委員長  そのほかに御意見ありますか。 

○川上委員  今齋藤委員とこちらでお話をしましたけど、「第２５条の１１項ですか、高校生・中

学生・小学生登録の団体については、構成員の送迎については……」、ついてはが重なっていて

おかしいですけど。「……保護者が責任を持って行うことを代表者が徹底すること」とあります

が、夜間使用は６時から９時ですよね。６時に高校生が来るときに、保護者はついてこいとい

うことですか。 

○遠藤スポーツ振興課長  そうです。帰りも。一応未成年ということなので、そのようなことを

考えております。 

○小田原委員長  夜間徘徊と思われると困るからじゃないですか。 

○遠藤スポーツ振興課長  そういうこともございます。 

○齋藤委員  実際、６時に高校生の保護者がついてくる？ 

○遠藤スポーツ振興課長  ただ、決める場合には、こういうふうな形をとらせていただきません

と、また責任問題とかございますので、このような形でいきたいと思っております。 

○川上委員  代表者ではいけないんですか。 

○遠藤スポーツ振興課長  あくまでも保護者といいますか、成人の方が一緒にということで考え
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ております。 

○川上委員  代表者は成人ですよね。 

○石川教育長  メンバー１人につきその保護者ということではないでしょう。代表が１人いれば

いいんでしょう。 

○川上委員  でも、これは「構成員の送迎に」となっていますよ。構成員の保護者ではないんで

すか。そして、「代表者が徹底すること」と別に書いてあるので、これで代表者がついてくれば

いいと受け取らなければいけないんですか。 

○遠藤スポーツ振興課長  はい。 

○川上委員  これは読めない。保護者と代表者は違うと思いますよ。 

○齋藤委員  川上先生と全く同じことを感じたんです。つまりこれは具体的に考えると学校でし

ょう。その地域にいる高校生たちは、みんなばらばらに学校に集まってくるはずですよ。この

文章をそのまま読んだら、その一人一人の送迎に保護者がついてこいというふうに読めますよ

ね。そう言っているのだとするならば、午後６時に集まるとき高校生に保護者がついてきます

か、現実的に。それを本当に徹底させるとなると、相当難しくないですか。 だって、部活な

んかだって、しょっちゅう遅くまでやってますよ。 

○小田原委員長  小学生だって、大変だということは同じですよ。団体が責任を持って送迎につ

いていくということと同じことじゃないかなという気がします。 

○川上委員  だったら、そのように。 

○小田原委員長  そういうふうな文面にすべきじゃないかな。 

○齋藤委員  ちょっと文章がね。団体が責任を持ってくれればいいわけですよ。 

○小田原委員長  高校生なんか、夜９時ごろ野球の練習から帰ってくるのを迎えに行かなきゃい

けないですか。 

○齋藤委員  行けませんよ。 

○小田原委員長  そういう話だと思うんです。だから、高校生なんかいいんじゃないのかな。 

○遠藤スポーツ振興課長  そのへんは、また所管と調整しまして適切な文言に。 

○小田原委員長  使用者団体が責任を持つと、そういう話にしてまとめてください。 

○遠藤スポーツ振興課長  わかりました。 

○小田原委員長  総じて細か過ぎるんだ。 

○菊谷生涯学習スポーツ部長  この要綱自体は教育長への委任事項ということですから、私ども

としては、そこのところは崩したくないと考えています。 

  今、細野委員のほうから損害賠償の記載をという話がございましたので、それについては、こ

の要綱の中に入れるのか、あるいは申込書もございますので、その中で保険に入った証を必ず

提示するとか、そういう形で対応させていただきたいと思います。 

○細野委員  私はそれでもいいと思う。実施要項か何かのところにそれを出しておけばね。要は、

これからは訴訟社会なんだから、どういうものが出てくるかわからない。そのときに、優位な

形でもっていかなければいけないでしょう。 
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○齋藤委員  あと、やはりちょっと気になったのは、第１８条の（３）をわざわざつけたのね。

営利を目的としていると認められたときにはだめだというわけでしょう。これから小中学生

にも貸し出して、指導者がいるということになってくると、この営利というところをどこま

でどう判断するのか。恐らく、極めて具体的考えたときに、コーチ料だとか何とかで会費を

取ってやる団体が必ず出てくると想像されませんか。 

○遠藤スポーツ振興課長  そういうことではなくて、何か会をするときに、例えば営利を目的と

して野球をやるだとか、そういうことを想定しているものですから、クラブの会費というのは

別の考えでございます。 

○齋藤委員  そのあたりも明確にしておかないと、トラブルになる可能性があるなと若干思った

んですけどね。どこまでが営利なのか。例えばコーチの専門の方がいらっしゃって、それで例

えば教えることを職業にしている方が入ってきた場合、営利を目的としているとは言いません

か。大会そのものを、何か入場料をとるとかいうのではなくて、例えば子どもたちを教える、

そのためにコーチがコーチ料を取って学校を利用するということが具体的に出てくる可能性が

ありますよね。 

○遠藤スポーツ振興課長  それは、登録の段階で、この団体はどういう団体なのか、ある程度の

判断はできるかと思います。 

○小田原委員長  入場料を取るのはだめなんですか。 

○齋藤委員  わかりませんけど、入場料を取るのはきっとだめだと思います。 

○小田原委員長  何でだめなの？ 

○遠藤スポーツ振興課長  入場料を取りますと有料になりますから、そこは認められないとこの

文言で言っていますので…… 

○小田原委員長  根拠は何ですか。 

○遠藤スポーツ振興課長  学校施設の目的外使用になります。 

○小田原委員長  コーチが職業コーチになった場合は、それは営利なの？ 

○遠藤スポーツ振興課長  そのクラブというのでしょうか、団体がコーチをどういうふうにお願

いするかだと思います。これを使える目的で有料になるかどうかではないと思うんですが。 

○小田原委員長  それは営利じゃないでしょう。 

○遠藤スポーツ振興課長  はい。 

○小田原委員長  営利というのは金を取ることだから、使うことに金をかけるわけではなくて、

それを使って商売をする、金を取るというのはだめですよというのが営利でしょう。 

○齋藤委員  ということは、ちょっと具体的な話ですけれども、例えば専門のコーチがいてコー

チ料を取っている場合は、営利ではないという判断でいいですね。 

○米山生涯学習総務課長  営利については、例えば専門のコーチが自ら金を取る場合には営利行

為とします。ただし、団体の会計とか組織を置いて、コーチを雇ってコーチ料を払う、それは

営利ではない。そういう形の判断です。 

○小田原委員長  それを認めてはだめかな。営利と認めないというふうにできない？ 
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○細野委員  このごろは学会なんかも入場料を取るんですよ。営利でなくても、それぞれ学会開

催、テキストとか印刷物とか、いろいろかかっちゃうのだから。 

○石川教育長  大体は資料代とか何とかといって取るんでしょう。 

○細野委員  参加費。 

○小田原委員長  参加費だな。 

○細野委員  だから、それはいいんじゃないかな。 

○小田原委員長  コーチ料を取るのではなくて、練習について金を取るというのはだめかな。例

えば体育館とか音楽室を使ってヤマハが音楽教室を開くのもだめ？ 

○福田生涯学習スポーツ部主幹  体育館については、使用料の料金が変わってきます。入場料の

額が５､０００円以上の場合には、現行使用料の２０倍、そういうふうになっております。 

○小田原委員長  それは使えるということ？ 

○福田生涯学習スポーツ部主幹  使えます。 

○齋藤委員  学校施設でも？ 

○橋本スポーツ振興課主査  市民体育館は目的使用で、条例にそれがきちんとうたってあります。 

○石川教育長  学校は、目的外使用でだめなんじゃないの。 

○橋本スポーツ振興課主査  学校は目的外使用ですから、それはできません。 

○齋藤委員  私の記憶では一切だめだと思います。ＰＴＡでもそんな話が出たことがあるんです

よ。 

○小田原委員長  そこを変えなきゃだめなんだな。ほかにありませんか。 

○石川教育長  第８条の団体登録の中で、９時までという、新たに小学校４年生以上ということ

になっているんだけれども、小学生がこんなところまでいいのかなという個人的な思いがある

んですよ。実態とすれば、それこそ１１時過ぎまで塾に通っているような子どもたちがいます

から、もうそういう時代なのかなと思うけれども、小学生の団体登録はどうかなという感じ。

ちょっと検討してみろというふうに事務局には言ったんですけれども、皆さん方の意見はどう

ですか。 

○川上委員  最初に、夜間開放というのは何時かなというふうに、まず確認をしました。９時と

いうふうに書いてあって、９時に終わったとしても、帰ってないんですよね。小学校４年生の

理想的な就寝時間というのは何時だろうなと、それは最初に考えました。もちろん一部には遅

くに帰宅する子もいますけれども、もし教育委員会でこれをして、９時まで小学校４年生が外

でやってよろしいということを認めた場合は、非常に恐いというふうに思いました。小学校４

年生は、９時には寝ていたほうが良い時間だと思いますから。 

○遠藤スポーツ振興課長  そういうのにもお願いしたいんですけれども、実際に要望といたしま

しては、そういう要望がありまして、ほかの市へ行って使っているなんていう現状もあります

ので…… 

○小田原委員長  だって、それは好ましくないことだというふうに言えないの？ 

○遠藤スポーツ振興課長  そうなんですけれども、それだったら近いところを使っていただくほ
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うが、まだ合理的かなと。 

○小田原委員長  それはどうして合理的なの。 

○遠藤スポーツ振興課長  通う時間が…… 

○小田原委員長  そういう通う時間の問題を言っているわけではないじゃない。 

○石川教育長  だから、子どもが使っている実態はあると思うんですよ。ただそれが競技団体の

中に入って大人と一緒にやっている、そこにたまたま小学生がいたときに使えているという話

で、小学生だけの団体を団体登録させて使わせることがいいことなのかどうか。特にこれは教

育委員会がやることなんだから、そういうところを皆さんで議論してもらいたいと、そういう

思いなんですけどね。 

○川上委員  この資料が来たのは月曜日でしたか、火曜日でしたか。読ませてもらいましたけれ

ども、それはちょっとびっくりした数字ですよね。さきほどから、開場の時間まで確認してい

なかったので。例えば夜間開放というのが、１０時までではなく９時というところが微妙かな

と思いましたけれども、やはり小学校４年生――学力を上げたいと言っていますよね。学力低

下が叫ばれているときに、就寝時間との関係は絶対的にあるんです。ですから、そのことを考

えたら、ここでは小学生は好ましくない。このように決めてしまうのはちょっと疑問です。 

○細野委員  実態はどうなんですか。小学校４年以上の団体で利用しているというのはあるんで

すか。 

○遠藤スポーツ振興課長  はい、ございます。 

○細野委員  具体的にどんなことですか。 

○遠藤スポーツ振興課長  サッカーであるとかの部分で使いたいという要望がございます。 

○細野委員  夜に？ 

○遠藤スポーツ振興課長  はい。 

○小田原委員長  子どもたちが塾なんかに行って帰って夕食後、９時までという、この練習時間

帯の設定になっているんですね。少年サッカーは今プロ化しているから。ユースとかジュニア

とか。 

○川上委員  それこそ営利でやっていますからね。 

○齋藤委員  ちょっとよろしいですか。これをよく読んでみると、当たり前のことだけれども、

夜間開放の校庭の分ですよね、体育館は関係ないですね。ふと私は考えた。体育館は既に開放

していますよね。既に体育館の場合、バスケットボールのチームか何かで、小学生だけのチー

ムが夜間９時ころまでやっている現状があるんだよ。そうすると、今石川先生がおっしゃるの

は、ちょっと私も思ったんですけれども、体育館では小学校４年生くらいの子がバスケットを

やっていて、校庭のサッカーはだめだという形にしてしまうということになってくると、体育

館もだめだということになりますね。 

○橋本スポーツ振興課主査  はい、それが「③市内の他の施設との整合図る」という部分でござ

います。 

○齋藤委員  そうすると、今現在体育館を使っている団体に、改めてだめだということになって
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くると、相当問題が出るな。一考はありますね。 

○小田原委員長  指導室の意見を聞きましょうか。こういう意見が出ているところで、どうです

か。 

○由井学校教育部参事  ４年生の子どもたちの就寝時間ということをおっしゃいましたけれども、

９時に寝て６時半、７時に起きるとすれば、就寝時間は１０時間になりますね。 

○小田原委員長  最近言われているＩＱ、ＥＱの延長で言えば、子どもたちの学力増進は、朝飯

を食べること、朝飯を食べるためには早く起きること、それで９時に寝ることだと、ある人た

ち、ある団体からは言われている。そういうのに対して、教育委員会がそうしなくてもいいよ

と。現にここでやっているではないかと。９時に寝なくたっていいということを奨励している

というふうに受け取られたらまずいのではないのか。だから教育委員会としてこのことについ

て考え、それで幾つかの意見が出たわけです。それについて指導室としてはどういう見解を持

つか。今答えられなければ答えなくていいですよ。 

○細野委員  僕は、ちょっと実態を見たほうがいいと思うんだな。本当に９時に就寝する子がど

れくらいるのか。テレビを見ているとか、いろいろいると思うんだ。そっちがいいのか、それ

とも、自分の将来を考えたら、４年生くらいからサッカーをがんがんやるというのも、また一

つの手かもしれない。そうすると、批判の問題と実態の問題を区別して考えなければいけない。 

○小田原委員長  例えば今中学校は中間試験の時期なんですよ。そうすると中間試験１週間前は

部活動中止というふうにやるわけ。部活動を一生懸命やっている先生は、部活を中止にしたっ

て、３時に家に帰って勉強しているかといったら、どこかへ行って遊んでいるとか、あるいは

テレビを見ているとかひっくり返っているとかになるから、やっぱり５時からとか６時までは

練習させて、そして集中して勉強させたほうがいいという考え方もある。 

   そういうことをあわせて考えたときに、スポーツを一生懸命やっているスポーツ少年は構わ

ないんじゃないかというか、そういうことだろうね。 

○細野委員  私はどちらかというとそっちのほうをとる。 

○小田原委員長  実質というのかな。 

○石川教育長  ただ、グラウンドだとすると、９時１５分くらいまで整備をすると。外の競技だ

から相当泥だらけになると思うんですよ。そうなると、帰って風呂へ入りますよね。それから、

当然のことながら飯を食べますよ。そうすると、寝るのは相当遅くなりますよね。そうすると、

朝起きられなくて、朝飯が食べられないという、こういう悪循環になっているから、今そこが

問題視されているわけですね。 

○細野委員  そんなに悪循環というのが報告されているんですか。そのあたりの実態を知りたい。

わからないから。 

○小田原委員長  スポーツ少年に限りません。だから、小学生はもっと早い時間から使わせると

いうのはだめなの？ それで８時に終わるとか。 

○遠藤スポーツ振興課長  これは夜間開放の時間でございますので、時間的にはこの時間で。 

○小田原委員長  じゃ、６時からでないと使わせないの？ 
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○遠藤スポーツ振興課長  はい。 

○小田原委員長  何で？ 

○遠藤スポーツ振興課長  これは夜間開放の時間を決めていまして、その時間がこの時間であっ

て…… 

○小田原委員長  その時間を決めているのはだれが決めているの？ 

○遠藤スポーツ振興課長  この要綱で決めています。 

○小田原委員長  だから、「小学生の団体については５時から８時までとする」とやればいいんで

しょう。できないの？ 

○遠藤スポーツ振興課長  はい。普通の学校利用のクラブ活動とかありますから、その後に一般

の開放をしていますので、その時間の設定になっております。 

○小田原委員長  その時間を決めているのはだれが決めているの？ 

○遠藤スポーツ振興課長  この要綱で決めています。 

○小田原委員長  それは６時までやらせているの？ 

○遠藤スポーツ振興課長  ええ、学校のクラブ活動であるとかそういうものに使いますので、そ

の後に開放します。 

○小田原委員長  学校は６時まで練習しているの？ 

○遠藤スポーツ振興課長  はい、そういう時間は学校のクラブ活動の時間ということで……。 

○小田原委員長  そうなの、実態は？ 

○遠藤スポーツ振興課長  各学校によってクラブ活動といっても千差万別かと思いますけれども、

基本的には学校が使った後に……。 

○小田原委員長  この第四から第三小学校までは、６時まで子どもたちがクラブ活動をやってい

るの？ そういうことを聞いているんだよ。学校は子どもたちの最終下校というのは何時にし

ているの？ ６時にしているの？ 

○遠藤スポーツ振興課長  失礼しました。小学校でございますので、クラブ活動はやっておりま

せん。 

○小田原委員長  あまりにも堅く考え過ぎているんだって。自分たちが決めていることだから、

今いろいろな意見が出ていることをうまく汲み取るとすれば、どういう方法がいいのかなとい

うことを考えなきゃいけないじゃない。 

○遠藤スポーツ振興課長  すみません。ただ、学校の開放につきましては、当然成人の方も開放

がありますので…… 

○小田原委員長  だから、小学生はと言っているんじゃない。 

○遠藤スポーツ振興課長  ですから、成人が使うものを確保していかなければならないわけです

ね。 

○小田原委員長  だから、成人のほうは６時から１０時までも構わないけれども……。 

○細野委員  付き添いをしなければいけないという話なんでしょう。 

○遠藤スポーツ振興課長  そうではなくて、優先順位からいいますと、先に成人の方の夜間開放
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が基準になりますから、例えば５時から８時まで使っちゃいますと、６時からの成人の分が入

らなくなっちゃいます。 

○小田原委員長  小学生の抽選は一般が終わった後でしょう。空いているところへ入るわけでし

ょう。今の話は当たらないでしょう。言っておくけど、課長はできないところから出発してい

るの。させたくないというところから出発しているの。それは役人とか教員の一番悪いところ

なの。特に教員はそうなんですよ。こんなことを言うと怒られるかもしれませんけど。指導室

は特にそうなんだよ。「できない」から出発するんだ。それでは何にもできないんだよ。 

   今いろいろ、これはまずいんじゃないの、こういうふうにしたら、むしろそっちを使わせた

ほうがいいんじゃないのという意見があるわけですよ。できないじゃないんです。じゃ、どう

するかといったら、できるような形を考えるにはどうしたらいいか、もう一回再提出をしてい

ただきたい。 

○細野委員  だから、一律に６時から９時にしなくてもいいかもしれない。むしろ小学生の場合

には何時から何時までと、そのあたりの弾力化をしてくれというのがこの総意ですよ。 

○石川教育長  たぶん指導者の関係で、それくらいの時間にならないと始まらないということも

あるかもしれない。 

○小田原委員長  それなら、そんな指導者はやめろという話になるんだ。そんなのだったら小学

生の指導なんかはやめればいい。 

○川上委員  私は、帰りのことを考えたら、始めは６時で、構成員が小学生だけの場合は８時ま

でというふうな特別な規則をつければいいかなというふうに思った。３時間と限らずに。 

○小田原委員長  ２時間では練習にならないということだってあるんだから。そんな話になっち

ゃうから、時間帯は確保してやって、でも６時からやったっていいわけだから。 

○齋藤委員  １点いいですか。私の第三小学校の地区ですから、想像しながら話したんですけれ

ども、今も言ったように八王子の地区というのは体育館を利用しているミニバスがすごく盛ん

なんですね。これは相当な歴史を持って、平日９時ころまでミニバスをどこの子どもたちもす

ごい練習していますね。これからグラウンドは８時までとしたならば、体育館も８時までにし

なきゃ、おかしくなりますよ。そうなってくると、今まで９時までがんがんやって子どものと

ころにメスを入れるわけですから、この使用団体からは相当くるね。それは覚悟の上で、もし

変えるのだったら変えなきゃだめですね。当然、グラウンドをやるのだったら、体育館もやら

なければだめです。ミニバスはずいぶん長くやっていますよね。相当盛り上がっていますから

ね。 

○川上委員  小学生ですね。 

○齋藤委員  小学生からです。 

○小田原委員長  これは運動か生活か、そういう議論ですよ。そういう話で、どっちにします、

八王子としてはこういうふうにしますという方向性をきちっと出すということですかね。 

○細野委員  校庭と体育館とは私は違うと思うけどね。 

○齋藤委員  それを分けて納得すればいいんですけどね。するかな……。子どもたちを早く帰さ
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なければという趣旨からすれば、外も中も一緒です。 

○細野委員  それもそうだけれども、照明とか、けがをしやすいとかいうことを考えたら、これ

は別のセクションとして考えたっていいんじゃない。 

○小田原委員長  そういういろんな意見がありましたので、あちこちで議論して再提出していた

だけますか。私は、要綱はもっと大らかにして、そして運用規程とか何とかいうところで、注

意事項としてやるというふうな形がいいのではないかと思います。 

○菊谷生涯学習スポーツ部長  今齋藤委員のほうからバスケのお話がございましたけれども、体

育館の利用制限までこれに合わせてやるというのは非常に難しいと思います。例えば８時にす

るとか、そういうことになりますと、私のほうとしても、生涯学習というのは学校教育以外の

ところでいろんな方にお願いをしてやっている、あるいは地域が自主的にやっているという現

状から考えますと、例えば８時で終わってくださいということは現実には難しいと思います。

ただ、今回の校庭開放につきましては、委員さんからいろんな御意見が出ましたし、ここの部

分について検討させていただくという形で、全体には広げない中で対応させていただきたいと

思います。 

○小田原委員長  それはだめだよ。部長自らできないと言ってはだめだって。こういう意見が出

ているわけだから、それを踏まえて、結果的に従来どおりということはあるかもしれませんが、

でも検討しなければだめじゃないですか。同じ教育委員会が小学生に対して、こういう理由で

何時にしますといったときに、その違いが出てきたら、じゃ、何のためにというのはおかしく

なりますよ。だから、そういうことで、従来はこうですが、移行期間を設けてこういうふうに

しますとか、あるいは体育館は別ですというふうなものもつくらなければだめでしょう。そう

いうことを考えてください。 

○福田生涯学習スポーツ部主幹  市民体育館のほうは、保護者同伴の場合には、小学生は５時半

まで、中学生は午後７時半までということになっております。 

○小田原委員長  それも含めて、どういうふうな見解を教育委員会として持つかですね。 

○細野委員  これは、スタートをちゃんと明確にしないと、市民から何か言われる。もし変える

のだったら、ちゃんとしなければいけないですね。 

○小田原委員長  いずれにしろ９時という線を出すときに、教育委員会としての考え方というの

は用意しておかなければいけないでしょう。学力向上ということを一つの柱にしているわけだ

から。指導室はどういうふうに考えるかわからないけれども、今勉強している子どもたちの時

間がどうなっているかというのも考えなければいけないし、さっき細野委員から実態はどうな

っているのかという話がありましたでしょう。教育長や川上委員が心配している部分の実態と

いうのはどうなのかと言ったら、それはデータとしてないわけ。だから、そういうのを踏まえ

て、これはあわてないでいいから、９月１日と言っているわけだから、 

○菊谷生涯学習スポーツ部長  ７月１５日です。夏休み前ということで考えております。 

○小田原委員長  ７月１５日か。あわてないで、じっくりその根拠を考えて、再提出をお願いし

たい。 
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○菊谷生涯学習スポーツ部長  ほとんどの委員さんからいろんな意見が出ましたので、委員長お

っしゃるとおり、各委員さんの御意見を踏まえて、できるだけ早い時期に再度報告という形で

やらせていただきたいと思います。 

○小田原委員長  よろしくお願いします。では、この件はそういうことで再提出をお願いしたい

と思います。 

   もう一つ報告がありますので、学事課からお願いいたします。 

○野村学事課長  市内小中学校における麻しんの発生状況と教育委員会の対応についてでござい

ます。 

今お手元に配付した資料をごらんください。発生状況は、きょうの時点のものを委員のお手

元に届けてございます。 

それから対応についてでございますが、（１）から（４）までは既に逐次御報告していると思

います。 

（５）ですが、去る５月１５日、八王子市長に麻しん危機管理本部の設置を要請いたしまし

て、学校において麻しんの発生が続くということで、連休が終わってもまだポツポツと発生が

見られるので、やはり危機管理本部が必要だという判断のもとに設置要請を行いまして、緊急

に「麻しん危機対策会議」を開催いたしました。引き続き学校に対してもその旨を伝えて、危

機管理意識を持つように伝えました。 

（７）ですが、５月２１日に危機対策会議の中の関連所管が集まりまして緊急対策を決定い

たしました。その内容で、学校教育部に関係するところが「・」でございます。５月１７日以

降麻しん発症者が一人以上の学校における、ワクチン未接種及び未罹患の児童生徒に、公費負

担でワクチン接種を行うといたしました。これについては、東京都の医療保健政策区市町村包

括補助事業、都補助は２分の１でございますけれども、それにおいて学校における麻しん流行

に対する緊急対策として盛り込まれたものでございます。それをもとに緊急対策を決めたとこ

ろでございます。 

５月１７日とした理由でございますけれども、２１日以降準備をする中で、ある程度の潜伏

期間を見ると、５月１７日くらいを基準にして、既に発症者がいた場合には、封じ込めを目的

としてやることが適当であろうという保健所からの助言もいただきましたので、そのように定

めました。 

２小７中が今現在対象になっていまして、対象校については、きょうあたり通知をしている

はずです。 

先ほどから何回も出たり入ったり、大変申しわけございませんでした。いろいろ緊急対応が

あったもので、失礼いたしました。以上です。 

○小田原委員長  ２小７中なんだけれども、５月１７日以前に接種した子どもたちに対しては補

助はないんですか。 

○野村学事課長  確かにそうです。それは確かに疑問、勧奨もしているところですから、そうい

う質問が来るかと思いますが、どこかで線を引かなければいけないというのもありますし、勧
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奨された方に対しては――実はこの包括補助の対象になっているのは、小さいお子さんも対象

になっているんですね。法定で１歳の人はお金が出るけれども、２、３、４歳は出ないんです

ね。その方についても同じような対応です。これからしようとする人は公費負担になるわけで

すけれども、その方たちも、接種し忘れた、自分でこの際やろうという方に対してはやはりお

金は出さない。両方でそういう対策をしようということと合わせたんですが、それは出てくる

かと思いますね。 

○小田原委員長  これは保健所の指導でこういうふうにやってきたわけですよね。 

○野村学事課長  こういうふうにというのは？ 

○小田原委員長  未接種の方は受けたほうがいいですよということは、学校を通じてやってきた

わけでしょう。 

○野村学事課長  そうですね。やってきました。 

○小田原委員長  保護者の中では、やりたくないというふうに考えている親、忘れていてしなか

ったというのもあるかもしれませんけれども、やりたくないから受けませんでしたというふう

にしてきたのに、今回、大流行だからといって市教委から学校を通してそういう話があったか

ら、嫌だけれども迷惑をかけてはいけないからと早めに受けた、それには補助しないと言った

ら、けしからんと言われたら何と答えるの？ そんなのはおかしいじゃないか、後から受けた

ほうがよかった、じゃ、私はそうすればよかったと。 

○野村学事課長  接種するときには、やはり自分の子どもの体を守るために接種するという、し

ようがない、みんなに迷惑をかけるからという考えでは基本的にはないと思って、自分の子ど

もの体を守るために接種するわけですから、積極的に接種することで自分の子どもの生命とい

うか体を防御するわけですから、早くにお金をかけて接種したということは、それは……。 

○小田原委員長  それはあなたの考えでしょうと言いますよ。あなたの考えであって、私はそう

じゃないと。この補助は３，０００円くらいでしたか。 

○野村学事課長  麻しんのワクチンが３，０００円程度なので、手数料を取ると今８，０００円

から１万円ですね。 

○小田原委員長  ２分の１といったら４，０００円から５，０００円ね。４，０００円、５，０

００円といったら大きいですよ。ここでやらなかった人が得をする。逆に言えばゴネ得になる

というような話になったら、やっぱり対応が難しいと思うんですよ。だから、どうですか。も

っとさかのぼって、うちが指示を出した、勧奨した、その時点からというわけでの折衝はでき

ないの？ 

○野村学事課長  この補助の対象が５月以降になりますから、…… 

○小田原委員長  ５月以降になりますからと決めちゃうわけ？ 

○野村学事課長  いいえ、この補助の対象が５月以降なんですね。 

○小田原委員長  だからそこは、もっと早くこういう形で対応してきたわけだから、保健所を通

じての指示に従って私たちが動いたときに、これはあまりではありませんかと言うことはでき

ないわけ？ 
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○野村学事課長  それは検討の余地はあると思います。 

○細野委員  お金の問題もそうだけれども、ワクチンの量は確保しているわけ？ 

○野村学事課長  それも今厳しいところです。今法定接種の中で常にＭＲワクチンは出回ってい

ますので、それを多めに確保するということになると思いますけれども、それはどこの市町村

も考え始めているところなので、それは同時に努力しているところです。うちではなくてほか

の所管ですけれども、努力していると思います。 

○小田原委員長  善意で動いた人たちが損をするような形になるというのは、渋っていて後で受

けたほうがお金が出るというのはちょっとおかしいのではないかと、私は思いますのでね。だ

から、そこのところは、努力してみたけれども、制度上無理でしたというのならいいけど、決

まりになっていますからという話で終わらせないようにしてほしいですね。 

○野村学事課長  検討します。 

○石垣学校教育部長  基本的に制度という動きの中でこの部分を決めていかざるを得ないという

苦しさというのはあるので、そういうことを…… 

○小田原委員長  この事業をやっている制度はだれがつくっているの？ 

○石垣学校教育部長  市です。保健所が行う中で事務局になっておりますので、それと…… 

○小田原委員長  ここで話をするという話、やっぱり道理を通すべきだと思いますよ。 

○石垣学校教育部長  ですから、その中で、もう受けた人はあれですけれども、そうじゃなくて、

５月１７日のところで発症患者がいる学校ということで特定していますけれども、そうじゃな

くて、すべての学校を対象にすべきだと議論もございました。 

○小田原委員長  だから僕が言っているのは…… 

○石垣学校教育部長  委員長がおっしゃるのは、その前にやった人の…… 

○小田原委員長  そうじゃなくて、課長名なり部長名あるいは教育長名で、受けたほうがいいで

すよと出しているわけでしょう。学校で集団接種をするということを避けたわけでしょう。 

○石垣学校教育部長  避けたというか…… 

○小田原委員長  しなかったわけでしょう。 

○石垣学校教育部長  ええ、それは強制ではございませんから。 

○小田原委員長  だけれども、受けたほうがいいですよというのは、かなり強い姿勢を打ち出し

たわけでしょう。 

○石垣学校教育部長  それは通年と全く同じ対応で。 

○小田原委員長  通年じゃない、突然出てきたわけです。 

○野村学事課長  毎年麻しんに対しての勧奨は出しています。 

○小田原委員長  でも、今回は特別じゃない。 

○石垣学校教育部長  ですから、その通知を出して…… 

○小田原委員長  その通知を出したときにさかのぼってやるべきだというのが私の考えです。な

ぜかというと、５月１７日からというのは後からの話でしょう。受けなさい、受けたほうがい

いですよと言ったときに受けた人に出さないというのは、やっぱりおかしい。 
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○石川教育長  ４月５日から注意喚起文書が９回出ているのかな。 

○野村学事課長  いろんな趣旨で出しているんですけれども。 

○小田原委員長  それで私たちとしても努力すべきだと言っているの。できる、できないは別で

すよ。改めてさっきの話に戻るけれども、制度だからと切っちゃうような姿勢はやっぱりやっ

てはいけない。 

○石川教育長  ここで決められる話ではないでしょう。だから、持ち帰って、こういう指摘があ

ったから考えてほしいと。 

○小田原委員長  努力したけど、でもだめでしたという結論にしなければだめだということです。 

毎日遅くまで大変だったと思います。またご苦労かけますけどお願いします。 

ということでいかがですか。ではよろしいですか。お疲れさまでした。 

予定された報告は以上ですが、ほかにありますか。 

○石垣学校教育部長  ほかにはございません。 

○小田原委員長  大変進行が不手際で長時間になって申しわけございませんでした。予定された

日程はすべて終了いたしましたので、これをもちまして本定例会を終了いたします。どうもあ

りがとうございました。 

【午後５時２８分閉会】 
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